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中国・山東省における新型コロナウイルスの影響中国・山東省における新型コロナウイルスの影響

宋　暁凱・権　慶梅

Ⅰ　はじめに
２０１９年末に発生した新型コロナウイルスは中国

経済に甚大な影響を与えた。国家統計局が公表し
た２０２０年第 １ 四半期の国内総生産（GDP）は前
年比６．８％減となった。経済活動が深刻な打撃を
受けた背景には、中国政府が都市封鎖など厳しい
新型コロナウイルス対策を講じ、経済活動をほぼ
全面的に停止したことにある。新型コロナウイル
スの収束に伴い、 ３ 月から操業再開を促進する様
々な支援策が切れ目なく打ち出され、経済活動の
正常化が進められている。その結果、第 ２ 四半期
（ ４ ～ ６ 月）の GDP は３．２％増となり、プラス
成長に転じ、２０２０年上半期の実質 GDP 成長率は
前年同期比マイナス１．６％減となった。

山東省は中国第 ２ 位、約 １ 億人の人口を誇り、
GDP は広東省、江蘇省に次ぐ第 ３ 位の中国有数
の省である。新型コロナウイルスは山東省にも様
々な影響を及ぼしているが、ここでは、山東省に
おける新型コロナウイルス対策の変遷を振り返り
ながら、その影響を分析していくことにする。

Ⅱ　新型コロナウイルス対策の
変遷

（ １）感染拡大期（ １～ ２月）

湖北省武漢市の衛生部門が「原因不明の肺炎患
者」の存在を公表したのは、２０１９年１２月３１日のこ
とであった。山東省では翌年の １ 月１９日に新型コ
ロナウイルスの感染拡大防止チームを立ち上げ、
感染拡大防止業務にあたった。２１日に第 １ 例の感
染者が報告され、２４日の昼１２時までに１５例も報告
された。事の重大さに鑑み、山東省政府が「突発
的公共事件総合緊急対応マニュアル」に基づき、
「重大かつ突発公共衛生事件」レベルで １ 級（特
に重大）の緊急対応を取った１。さらに、２６日に「新
型コロナウイルスの感染拡大防止業務をさらに強
化することに関する通知」を発した。具体的な内
容として、都市間移動の長距離バスの運行停止、
湖北省から人員流入の食い止め、湖北省に滞在歴
がある者の追跡、集会の停止、消毒・隔離、感染
者の集中治療を行うなどであった。これにより、
日常生活品の購入以外、ほぼすべての経済活動が

１ 　「国家突発公共事件総合緊急対応マニュアル」によると、疫病など公共衛生に関する突発事件について、事件
の性質、危険度、影響範囲などに基づいて、最高レベルから順に 1 級（特別重大）、 2 級（重大）、 3 級（比較的
重大）、 4 級（一般的）の 4 つの等級に区分している。

表 １　新型コロナウイルスの感染防止対策

①マスクの着用、検温
②都市間移動の長距離バスは運行停止する。
②人が集まる場所は原則閉鎖する。（公園・映画館・カラオケなどの娯楽施設）
③日常生活に必要な買い物は １ 家族 １ 名のみ、 ２ 日に １ 回許可される。
④解熱剤・咳止めは薬局で直接販売せずに、症状がみられた場合は病院にて診察を受ける。
⑤都市部の一部集合住宅においては、複数の出入口がある場合に １ ヵ所のみを開放する。
⑥集合住宅の敷地内に入るには「通行許可証」の提示を求める。
⑦通勤の際は会社が発行する「出勤証明」を持たないものに対して住宅からの外出を認めない。
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停止された。地域によって、その具体的な対策は
異なるところがあるが、おおむね表 １のとおりで
ある。

（ ２）経済活動の再開期（ ３～ ４月）

国家衛生健康委員会は国内での新規感染者数の
沈静化に応じて、 ２ 月２５日に記者会見を開き、国
内各都市は緊急対応レベルを適切に調整し、エリ
アごとに、レベルを分けて現状に応じた予防・抑
制対策を行い、秩序よく生活・生産活動の正常化
に取り組むよう呼び掛けた。これを受けて、山東
省政府は ２ 月２６日の７５８名をピークに感染者数が
減少し始めたことを踏まえて、 ３ 月 ７ 日より緊急
対応レベルを １ 級から ２ 級に引き下げた。

山東省内では、新型コロナウイルスの流行が収
束段階に向かっているものの、海外流入の感染者
が徐々に増えているため、「第 ２ 波」として感染
拡大に対する警戒が高まっている。また、感染拡
大の防止に比類する重要課題である経済の正常化
だが、省政府は「第 ２ 波」の襲来に警戒しながら、
経済活動の再開を進めた。

（ ３）確実な安定期（ ５月～）

山東省では、 ３ 月１２日から ５ 月 ５ 日まで連続５５
日間感染者が出ず、また、連続１９日間海外流入に
よる新規感染者もないことを考慮し、緊急対応レ
ベルが ２ 級から ３ 級に引き下げられた。省政府は
「新型コロナウイルスの常態化に向けた感染防止
案」を公布し、感染防止・抑制に取り組みつつ、
企業の操業再開における制限を整理・簡素化し、
生産・生活の全面的な回復を加速させた。

Ⅲ　新型コロナウイルスによる
影響

２０１８年、山東省の第 １ 次産業（農業）、第 ２ 次
産業（工業）と第 ３ 次産業（サービス業）の域内
総生産（GRP）はそれぞれ４，９５０．５億元（６．５％）、
３ 兆 ３，６４１．７億元（４４％）と ３ 兆 ７，８７７．４億元
（４９．５％）であった。新型コロナウイルスは山東

省の経済にどのような影響を与えたのであろうか。

１ ）農業
山東省は中国有数の農業大省で、穀物、肉類、

果実、野菜、水産物はそれぞれ全国の ８ ％、９ ％、
１２％、１３％、１４％を占める。新型コロナウイルス
が与えた農業への影響は農産物の生産、販売、流
通の多方面にわたる。

一つは、生産活動の遅れである。山東省でも感
染拡大を防ぐために人や車両の移動などに対して
厳しい規制措置が講じられたため、その影響で資
材の供給不足だけでなく、農作業に従事する労働
力が極端に不足している地域も多く、生産活動の
遅れが見られた。

もう一つは、市場取引の停滞である。農村部で
は、住民が感染を恐れて集落の出入り口の道路を
勝手に封鎖するなどの混乱も起きているため、業
者が農産物を効率的に市場へ輸送することができ
ず、買付拒否、買付制限、買叩きなどの問題が発
生した。さらに、物流の停滞により、価格の暴落
も見られた。例えば、山東省寿光野菜卸売市場で
は、大根は １ 月２８日の２．８元 /ｋｇから０．６元／ｋｇに
下がり、済南市歴城区市場におけるイチゴ価格は
４０元／ｋｇから ６ 元／ｋｇに下落した２。

農業生産の安定化、農産物の安定供給を図るた
めに、省政府弁公庁が「新型コロナウイルスの対
応を積極的に進め、農業生産の早期回復に努め、
農産物の安定供給を確保することに関する若干の
措置」を公布した。その主な内容は、（ １ ）農業
企業の操業再開を促進し、農業生産の安定化を図
ること、（ ２ ）需要と供給のアンバランスを解消し、
農産物販売ルートの拡大を図ること、（ ３ ）物流
停滞の解消、（ ４ ）農業支援資金の統一使用、財
政・税の優遇措置を講じること、（ ５ ）農業融資
の取組強化などである。

これらの強力な支援策により、農産物の生産、
販売、流通のいずれも徐々に軌道に戻った。山東
省発展改革委員会が ３ 月１８日に公表した情報によ
ると、重点的に観測している５５品目の価格は安定
しており、野菜、水産物の価格は下がり、卵や肉

2 　楊萍、李首涵、袁方曜「新冠肺炎疫情対山東省農業的影響及応対建議」『農村経済与科技』2020年第 7 期、225
ページ。
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の下げ幅は緩やかになり、穀物、食用油、肉、卵、
牛乳などの生活必需品の供給量が安定し、その価
格は今後下がっていくと予想される３。

２ ）工業
山東省では、企業活動の再開を ２ 月１０日と決め

られたが、再開にあたって、報告・登録制度が導
入され、（ １ ）感染防止・コントロール体制の完備、
（ ２ ）従業員の健康状況・直近１４日間の主な移動
先などの情報確認管理、（ ３ ）隔離施設と感染防
止用物資の手配完了、（ ４ ）内部管理体制の完備、
感染防止に関する宣伝・研修の完了が操業再開の
条件となった。

山東省工業与信息化庁によると、２ 月２１日まで、
操業再開した一定規模以上の工業企業４は２４，４１１
社で、全体の８６％を占めた。他方で、民間企業に
限ってみると、操業再開率は ２ 月２１日時点で３０．１
％にとどまった。企業が操業再開にあたって直面
した課題は何であろうか。

山東省工業与信息化研究院は ２ 月下旬に新型コ

ロナウイルスが山東省工業企業への影響に関する
調査を行った。それによると、企業の操業再開上
のネックとして、「物流の停滞」（５８．３％）と「原
材料の調達難」（５１．７％）が上位に挙がった。また、
「資金不足」（４２％）、「従業員の移動制限などが
及ぼした人員確保の困難」（３３．３％）、「業務再開
に必要な防疫物資の不足」（２８．７％）、「需要の減退」
（１８．６％）を課題としたところも多かった。企業
が政府に期待することの上位項目には、「税の減
免」（７５．４％）と「社会保険料の減免」（５３．８％）
が挙がった。また、物流（４４．２％）、融資（４３．１％）、
防疫物資（３０％）、家賃や水道電気料金の補助
（２０．７％）を選んだ企業も多かった５。

企業の多くは、新型コロナウイルスという未曽
有の事態を乗り切るために、これを喫緊の課題と
し、各種対策を講じている。国や省政府も新型コ
ロナウイルスの感染拡大を極力防止すると同時
に、経済への悪影響を最小限に抑えるべく、企業
の操業再開への支援策、及び経営上に直面する諸
問題をめぐり、一連の支援策を打ち出している。

３ 　山東省政府が 3 月18日に行った記者会見で公表した。
４ 　その年の主な業務による売上高が2,000万元以上の工業企業を指す。
５ 　山東省工業与信息化研究院「山東省工業企業受疫情影響情況調査報告」『山東工信研究』2020年第 1 期。

支援策 主な内容 制定者
「新型コロナウイルスの感染状況に対応
し、中小企業の安定かつ健全な発展を支
援することに関する若干意見」

国有企業からの賃借物件に関する賃貸料
の減免措置 省政府

「外資企業の営業、操業再開の加速と外資
企業による投資促進に関する若干措置」

外資系企業を対象とする１９項目の支援策
省政府

「段階的に企業社会保険料を減免するこ
とに関する通知」

企業の養老（年金）・失業・労災保険の企
業保険料の減免

国務院

「企業の操業再開率を高め、重点プロジェ
クトの実施を促進する若干の措置」

企業の操業再開を促進する１１項目の支援
策

省政府

「新型コロナウイルスの感染防止と経済
社会発展業務を統一的に推進することに
関する若干意見」

金融支援、税の減免、操業再開の報告・登
録制度の廃止、物流や交通停滞の解消、重
点プロジェクトの推進などが主な内容で
ある。

省政府

「就業、民生、市場主体を確保するための
１０条に及ぶ措置」

免税や家賃補助、雇用補助金等の経済政
策である。

省政府

出所：筆者が作成

表 ２　国と省政府による企業の操業再開支援策
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表 ２は国と省政府の支援策を取りまとめたもので
ある。

国や省政府の支援策と企業の自助努力と相まっ
て、 ３ 月１０日操業再開した一定規模以上の工業企
業は２６，０８８社に上り、全体の９９．７％を占めた。ま
た、職場に復帰した従業員は４６１．９万人で、従業
員総数の８７．７％を占めた。

３ ）サービス業
新型コロナウイルスの感染防止を行う効果的な

施策として、社会的距離を取ることが挙げられる
が、これは飲食など対面での接触を要するサービ
ス業に大きな影響を与えることになる。

山東省では、観光産業、飲食業、娯楽業などの
サービス業は、新型コロナウイルスの感染拡大期
に、営業停止を容儀なくされ、深刻な打撃を受け
た。しかし、経済活動の再開期に入っても政府は
商業サービス、生活関連サービスなど、新型コロ
ナウイルスとの関係が薄く、経済活動再開に重要
とは言えない業種ですら、政府からの再開許可が
下りなかったり、労働者の職場復帰が遅れたりし
たことから、操業が再開されたものの、低い水準
にとどまった。

まず、観光業界について、 １ 月２３日、文化観光
部は国内の団体ツアー、 １ 月２７日から海外ツアー
の中止を指示した。各地の観光スポットは閉鎖さ
れ、約 ４ 万社の旅行会社と３，０００万人の観光業従
事者が休業に追い込まれた。 ３ 月の初めから山東
省内の観光スポットが徐々に営業を再開した。当
初観光客の戻りは鈍かったが、 ５ 月の「労働節」
や ６ 月の「端午節」の連休を経て、まず近場の観
光地への小旅行から回復が始まった。 ７ 月１４日、
省境をまたぐ団体旅行は１７３日ぶりに認められた
が、海外ツアーの再開見通しがいまだに立ってい
ない。中国旅游研究院によれば、２０２０年の国内観
光客数が前年より延べ ９ 億３，２００万人減少し、国
内観光収入は同 １ 兆１，８００億元落ち込むであろう
と推測されている。地方政府からの支援策や創造
的なプロモーション活動により、国内の観光業は
すぐに回復できるが、国際観光業の問題は解決の
めどが立っていない。

次に、飲食業に関して、 ３ 月中旬より店内での
食事が認められた。店内では、体温チェックや健
康アプリの提示・確認、アルコール消毒などの感
染対策を行なっているが、客足は完全に戻ってい
ない。先行きの経済的な不安に加え、人々の新型
コロナウイルスに対する恐怖は根深く、未だ外出
を控える人が少なくないのが実情である。中国料
理協会が発表した「２０２０年上半期（ １ ～ ６ 月）飲
食業再開状況報告」によると、全国の飲食業の売
上高は前年同期比３２．８％減の １ 兆４，６０９億元、伸
び率は前年同期を４２．２ポイント下回った。
限度額６以上飲食企業の売上高は３０．２％減の
３，１１９億元であった。しかしながら、全国の大半
の飲食企業は、経営状況が新型コロナウイルス感
染症発生前の ７ 、８ 割まで戻り、回復傾向にある。

最後に、映画業界も深刻な打撃を受けた。 １ 月
２４日、新型コロナの感染拡大が深刻化したことを
受け、省内の映画館が一斉に休業を強いられた。
その後、国内の感染状況が落ち着く中で、 ３ 月２３
日には新疆ウイグル自治区など一部地域で映画館
の再開が始まったが、 ３ 月２７日に映画業界を所管
する国家映画局は緊急の通達を出し、すべての映
画館の営業停止を続け、再開済みのものは再び休
業するようにと命じた。 ５ 月に入ってから国家映
画局が、映画館について「予約や人数制限」等の
対策をとった上での再開を認めたが、実際には思
うように進まなかった。山東省政府も映画館につ
いて「しばらく開かない」との方針を示した。 ７
月２０日にようやく営業再開が認められたが、倒産
などの理由で営業再開できない映画館も多かった。

Ⅳ　まとめ
山東省統計局によると、同省の２０２０年第 １ 四半

期（ １ ～ ３ 月）の域内総生産は前年同期比５．８％
減の １ 兆４，９１９．３億元で、第 ２ 四半期（ ４ ～ ６ 月）
の域内総生産は前年同期比４．６％増の １ 兆８，１０６．５
億元であった。新型コロナウイルスの影響で同省
の経済成長率は一時的に大幅に鈍化したが、政府
が打ち出した一連の支援策の下、同省の経済は第
２ 四半期（ ４ ～ ６ 月）に明らかに好転し、上半期

６ 　限度額とは、卸売業年商2,000万元、小売業年商500万元、宿泊・飲食業年商200万元を指す。
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経済はＶ字型の回復を遂げた。
このような結果となったのは、政府の思い切っ

た対応によるものだと考えられる。工場の操業や
店舗の営業、建設工事などを一旦ほぼ全面的に停
止したうえで、再開したことにより、山東省の経
済は最悪期を脱しつつある。しかし、すべての産
業が回復できたわけでもなく、まだ奮闘している
産業も多く存在している。今後、海外からの感染

者流入やそれに伴う感染者増に警戒しながら、こ
れまでの生活や行動パターンを見直し、新しい常
態下における経済活動を推進してくことが求めら
れる。

（そう　しょうかい、中国曲阜師範大学翻訳学院
准教授／副学部長・ちぇん　ちんめい、中国曲阜
師範大学経済学院准教授）
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１ ．はじめに
EU は ４ 月 ８ 日に「コロナウイルスに対するグ

ローバル的対応」という声明文を出した。パンデ
ミックは、一国だけで対応できるものではなく、
まさにグローバル化により感染が急速に世界的に
拡散したものである。したがって、一国だけがよ
くなるということはないので、グローバルな連帯
のあり方が問われるわけである。現在、各国の国
内対策が重視されるのは、塹壕戦的に当然である
が、経済のグローバル化により急速にパンデミッ
クが拡大したのであるから、その終結のためには
やはりグローバルな共同が必要なわけである。以
下、ＥＵヨーロッパ連合のパンデミックに対する
基本的対応について、全文概要を紹介する。�

【Coronavirus: EU global response to fight the pandemic】

２ ．EUのコロナ対策提言
４ 月 ８ 日、EU は、加盟各国にたいして、対コ

ロナウイルス対策のための強化のための提言を出
した。EUの共同の取り組みは、まずは医療危機、
それがもたらす生活のニーズの問題であり、さら
には発展途上国の医療・水・衛生体制・パンデミ
ック対策ができるように支援し、その社会経済的
影響を緩和することである。

そのために EU は途上国に対する財政支援を
１５６億ユーロ（約 ２ 兆円）を拠出し、これまでの
EU 支援策と併せて、コロナウイルス対策に充て
てもらう。EU のレーエン委員長は次のように述
べている。

「ウイルスに国境はない。グローバルな対応が
必要だ。EUは休むことなくパンデミックと戦う。
協同して取り組むことだけが世界的なコロナウイ
ルスの拡散に対抗できる。そのために EU は目に

見える形でコロナ被害に遭っている国々への必要
な資金を提供し、また WHO による途上国への取
り組みを支援する。」

EU のボレル副委員長も追加発言をしている。
「コロナウイルスパンデミックに対抗するには

団結が必要でグローバルな対応が鍵だ。EU とそ
の加盟国は、この医療危機と厳しい状況に対し国
内および国外の両面で戦っている。EU 市民への
供給支援に全力を尽くし、また関係諸国や遠い国
々における生活の安心安全のための支援を行う。
というのは彼らの問題はわれわれの問題であるか
らだ。これはみんなでともに勝つかそれとも一緒
に負けるかのグローバルな戦いである。国際的な
多様な協同が解決への道であり、未来のための真
のアジェンダ【工程表】である。」

EU 国際パートナーシップ局のウルピライネン
局長も次のように述べている。

「コロナウイルスが世界のどこかで生命を脅か
している限り、われわれは安全ではない。国際的
な協力とパートナーシップがカギである。コロナ
ウイルスを終息させるためにはグローバルな協働
が不可欠である。EU は『みんなに安全な未来を』
ということで、とりわけアフリカ諸国との協働作
業を進めている。」

EU 近隣拡大局のバルエイリ局長は、次のよう
に述べている。

「コロナウイルスパンデミック対策として EU
は、バルカン諸国、東ヨーロッパ、アフリカ諸国
にたいして、EU として３８億ユーロ【約５０００億円】
の資金提供をする。これらの地域が緊急に必要と
しているのは迅速な医療対応と医療制度の整備、
さらにパンデミックによる社会経済的悪化を止め
ることである。互いに手をつないで分かち合うこ
とでしかパンデミックに勝てない。」

EU 危機管理局のレナルチク局長は次のように

石塚　秀雄

コロナ禍とＥＵ、仏独の雇用問題対応策コロナ禍とＥＵ、仏独の雇用問題対応策
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警告している。
「われわれこの数十年間、深刻な人権の危機に

直面している。コロナウイルスは、もっとも脆弱
な諸国、移民、社会的弱者のところで蔓延してお
り、事態は深刻である。難民キャンプの公衆衛生
は一層深刻である。医療・公衆衛生の改善、物資
供給などの人道的支援が緊急に必要である。」

EU は「チーム EU」を作って、パンデミック
対策のために迅速な周辺各国の支援をおこなって
いる。その財源は EU、EU 加盟国、ヨーロッパ
の金融機関とりわけヨーロッパ投資銀行とヨーロ
ッパ再建開発銀行から拠出されている。バルカン
諸国、東欧、アフリカなどの国々の社会経済のた
めには短期資金と長期資金の両方が必要である。

EU はグローバルな協同を積極的に進め、各地
の多様な取り組みを推進し、国連、国際機関、Ｇ
７ やＧ２０の先進国と協力する。
EUは医療支援を必要としているバルカン諸国、

中東、北アフリカ、アジア太平洋の一部の諸国へ
の支援を行う。また難民、移民、国内少数民族な
ど弱い立場の人々に対するプログラムも「グリー
ンディール」「デジタルアジェンダ」を通じて取り
組んでいる。基金総額は１５６億ユーロ【約 ２ 兆円】
でそのうち対アフリカが３２．５億ユーロ【約４０００億
円】、北アフリカが１１億 ９ 千万ユーロ【1500億円】
である。また EU 近隣プログラムでは、総額３０．７
億ユーロ【約４０００億円】のうち、アフリカに２０億
ユーロ【２６００ユーロ】、東欧に９．６億ユーロ【約
１１００億円】、バルカン諸国とトルコに ８ 億ユーロ
【約１０００億円】。さらに EU 持続的発展基金
（EFSD）からこれらのプログラムにたいして別
に１４億 ２ 千万ユーロ【1700億円】が拠出されてい
る。EU はアジア太平洋に１２億 ２ 千万ユーロ【約
１5００億円】、カリブ海諸国やアフリカに ２ 億９１００
万ユーロ【約４００億円】、ラテンアメリカに ９ 億
１８００万ユーロ【約１２００億円】、その他諸外国に
１１００万ユーロ【１３０億円】を拠出している。

３ ．ＥＵのパンデミック対応
EU は ５ 億２００万ユーロ【約650億円】を次の緊

急対策プログラムに支出した。
―WHO と国連への直接支援金。医療制度の改

革をおこなう各国の赤十字や三日月【イスラム】
への財政支援。

―発展途上国の医療、水道、公衆衛生（WASH）
と運輸整備のための人道的支援。

―ヨーロッパおよび周辺国で不足しているコロ
ナウイルス感染防護物品の生産。

―民間市民防護機構（UCPM）を通じて現物給
付の組織化。

―EU 発展支援基金を国際金融機関やヨーロッ
パ金融機関開発機構を通じて地方銀行に提供する
こと。

―医療機器や医薬品の供給を妨げるような輸出
規制の撤廃。

―EU とバルカン諸国との医療機器についての
共同調達協定、ヨーロッパ急速診断通信システム
の設置。EU 連帯基金の活用。

EU は医療機器開発、水道整備に２８億ユーロ【約
３６００億円】

―発展途上国の弾力性のある医療制度、社会防
護制度づくり支援。

―コロナウイルス感染拡大を防ぐための各対応
策のための支援。

―国際エイズ基金、結核マラリア基金、国際ワ
クチン予防連盟（GAVI）などの支援。コロナウ
イルス対策を支援する金融機関への支援。

―発展途上国の診療、予防、ワクチン接種のた
めの支援。

―アフリカ、ラテンアメリカ、カリブ諸国、ア
ジア太平洋諸国の地域医療機関の訓練、疫学的検
査強化のための支援。

―バルカン諸国から医療従事者のヨーロッパで
の訓練。

―移民、難民および受け入れ国の支援。

EU はコロナウイルス対策の経済的社会的対応
に１２２億８０００万ユーロ【約 １ 兆 ６ 千億円】

―EU 各国などのコロナ危機による貧困、生活
苦、労働者保護のための継続的な金融支援。

―バルカン諸国に対する、IMF とともにマイ
クロクレジット支援。

―EU 持続的発展基金による短期リスクシェア
リングや貸付による、中小企業、自営業に対する
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資産保護、専門的支援。
―ヨーロッパ投資銀行を通じて公的資金を医療

設備・部材の調達のために投入。
―重要な産業部門のネットワーク、労働者の権

利の確保、企業の CSR（企業の社会的責任）を
国際機関とヨーロッパの企業がともに進める。

―コロナウイルス被害を受けた国の負債の軽減
について IMF が救済措置を考えること。

４ ．フランスのコロナ関連補償
フランスにおける新型コロナウイルスの死者は

４ 月１５日の時点で約１５,０００人に及んでいる。 ３ 月
２３日にフランス政府はコロナウイルス対応とし
て、約 ２ ヶ月間をめどに、地方自治体を対象に非
常事態法（法２９０号、２０２０年）を発令し、違反に
対しては罰金を科すという措置をとった。一方で、
経済緊急措置や COVID１９対策は当然ながら、経
済緊急措置の対策を取っている。その基本的な考
え方は、COVID１９により企業や団体が財務危機
に陥ったり破産しないように支援することであ
り、労働者の労働権を守ることであり、休業補償
をすることであり、子供青年層を守ることであり、
行政手続きを迅速化することであり、住民の医療
権を確保することであり、そのために政府・自治
体が財政支出をすることである。以下、経済関係
についての補償内容について簡単に触れたい。

（ １）企業に対する補償
フランス政府のCOVID１９対応の貸付（PGE）は、

事業主、自営業を対象にしたものである。被雇用
者（賃金労働者）に対しては、失業手当が適用さ
れる。この貸付（PGE）は政府が直接貸付するの
ではなく、銀行から企業に貸付を行うものである。
その対象となる企業とは、零細企業（Micro E,
従業員５０人以下）小規模企業ら（PME、従業員
２５０人以下）、中規模企業（ETI、従業員２５０―
４９９９人、または事業高５００億ユーロ以上）と分か
れる。さらに公官庁（公務員）があり、また非営
利組織、財団などが事業組織（企業）と見なされ
ている。したがって、企業そのものに対する補償
金額は、労働法などの法令に基づき、従業員の規
模等によって異なる。またいわゆる自営業である

農民、職人、商人、起業会社（クラウドファンデ
ィングなど）、芸術家、自己雇用者などに区分さ
れる。コロナウイルス被害の多大な事業分野は、
旅行業、レストラン、航空、自動車、文化芸術な
どがあり、緊急な補償の対象になっている。また
コロナ禍の中で、２０２０年に出された政令で、企業
によるコロナを理由にした解雇の制限、勤務時間
短縮あるいは休業により賃金の基本７０％保障の維
持などを企業に命じた措置を取っている。

４ 月現在、フランス政府は、約３０００億ユーロ（約
３９兆円、GDP の約１５％）を国立企業投資銀行
（Bpifrance）を通じて貸付することを表明し、
緊急措置としてすでに、１５万企業に対して２２０億
ユーロ（約 ３ 兆円）の貸付を行っている（単純平
均一件２００万円）。これは名目は貸付であるが、返
済の必要はなく、国が銀行に返済の責任を持つ。
企業からの申請は、取引銀行を窓口として行う。

（ ２）労働者への補償
コロナ禍を受けて、労働法の部分的改正を行い、

雇用維持の方策を取っている。企業の従業員は、
これまでも比較的その権利は守られているが、そ
れでも不安定化がすすんでいる。たとえば、テレ
ワークや在宅勤務（salaries a domicile）などと
いう新しい労働形態がコロナ禍の中で促進されて
いる。さらに日本では非正規労働と呼ばれるよう
な部分労働・短時間労働の従事者は、一層の不安
定化を増している。さらには障害者労働者、外国
人労働者などがおり、政府はこうした労働者の種
類に基づいて、補償手当の区分を実施している。

４ 月１５日のフランス労働省の発表によると、コ
ロナ禍による労働停止（失業）により、３６０万人
の 被 用 者（ 労 働 者 ） が 部 分 的 失 業 手 当�
（CP, chômage partiel）の特別適用を受けており、
その支払い総額は１１０億ユーロ（約 １ 兆 ４ 千億円）
となっている。CP は正規の失業手当とは別で、
それよりも短期労働（ ３ ヶ月）を対象とした副次
的な保障であり、不安定労働者を主たる対象とし
たものである。保障は賃金の原則７０％である。少
なくとも最低賃金（８．０３ユーロ/ｈ）は保障される。
これもまた分野は旅行業、レストラン、建設業、
商店などが主たる分野である。申請は、事業主（会
社）を通じて行う。なお、CP に該当する労働者
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数は８７０万人と見込まれており、今後手当の支出
は増大するものと考えられている。

（ ３）子供・障害者支援
コロナ禍により政令を出して、対応をしている。

在宅待機および学校休校に伴い、１６歳以下の子供、
障害者のいる家庭を維持するために、テレワーク
などをしたり、休職しなければならない親（労働
者）に対しての補償は、事業主（会社）の責任と
なり、事業主は、疾病金庫（社会保険）に申請を
行う。現在のところ最大２１日まで認められる。疾
病金庫が審査を行うが、最低金額は一日５６ユーロ
（約７,０００円）である。ただし、フリーの医療従
事者・薬剤師については、一日７２ユーロから１２０
ユーロ（約１５,０００円）の補償となっている。

（ ４）生活困窮家庭支援
コ ロ ナ ウ イ ル ス に よ る 生 活 困 窮 家 庭�

（famille modeste）に対しては、連帯省と保健省
が所管して、活動連帯所得（RSA）、特別連帯手
当（ASS）、さらに住宅手当などが支給される。
いずれも子供手当に該当し、子供一人あたり１００
ユーロが基準である。ただし納税基準によって支
給金額が異なる。現在まで、４００万人、１０億ユー
ロ（約１３００億円）が支出されている。

５ ．ドイツの労働市場と社会政策
ドイツにおけるコロナ禍が経済的影響を与えた

産業分野は、やはり、旅行、レストラン、文化芸
術などであり、影響が比較的低いのは、公的セク
ター、金融業、医療、農業などである。また労働
市場では、自営業、パートタイマー、フリーラン
ス、有期雇用者などに影響が大きい。

（ １）企業に対する補償
コロナ禍対応としては、ドイツ連邦政府は政府

の発展信用銀行（KfW, Kredit für Wachstum）
に４６００億ユーロの財源を渡し、短期的金融的支援
プログラムを実施させている。またそこにＥＵ投
資銀行の資金も追加されている。それによると、
中小企業など一般的貸付では設立 ５ 年以上の企業
に対してリスク額の８０％まで（通常は５０％まで）、

最高 ２ 億ユーロまで貸し付ける。大企業に対して
は２０億ユーロまで（通常は ５ 億ユーロ）貸し付け
る。従業員１０名以上の中小企業には緊急貸付�
（Schnellkredite）を ３ ヶ月分事業高を、最高８０
万ユーロ、従業員５０名以上の企業には８０万ユーロ
までを貸し付ける。返済期限は ５ 年である。

（ ２）労働市場に対する補償
ド イ ツ 政 府 は ま た、 経 済 安 定 基 金 法�

（WSF,Wirtschaftstabilisierungsfonds, 2020.3.25）
を制定して、コロナ禍に対する市場と労働市場の
安定化を図っている。予算は約４０００億ユーロであ
る。これは２０２１年末までの時限立法で主として企
業による雇用の確保のために使われる。

しかしコロナ禍の影響により短期労働者�
（Kurzarbeiter）が急増し三分の一が短期労働者
となった。そのために２０２０年 ３ 月１３日短期労働者
賃金危機対応時限立法（Kurzarbitergeld Gesetz）
を１２月までの時限立法として制定したが、２０２１年
１２月まで延長された。政府はコロナ禍の影響を受
けた短期労働者数を２３５万人と計算して補償手当
の対応を実施している。これは短期労働者の収入
の７０％を補償するもので、児童家庭の場合は最高
８７％を補償する。またドイツは芸術公共支出が
２０１９年 １ 兆 ２ 千億円であり、芸術家向けコロナ対
策支出が５６０億円、民間基金は芸術活動家に当面
月１２万円支給している。そのドイツでさえ芸術家
の消滅を危惧している。その他労働市場について
は、労働法や社会保険法、社会保障パッケージな
どに基づき、従来の社会保障制度の中でコロナ禍
対策を実施している。また医療労働者に対しては、
コロナプレミアムとして１,０００ユーロが支給され、
社会サービス従事者にも手当が支給された。ドイ
ツにおいては共同決定法の理念が単に大企業だけ
ではなくて中小企業の労働協約において準用され
ることになったのは、コロナ禍のひとつの良い成
果だと思われる。また若者の雇用、障害者、児童、
在宅サービス、在宅勤務などへのそれぞれのコロ
ナ禍対応が取り組まれている。

おわりに
EU と日本のコロナ禍における社会経済的対応
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の大きな違いは、日本の対策が生産と労働という
基本を十分に押えておらず、それに必要な細かな
規則を作らないことである。日本もまがりなりに
既存の社会労働法制の中で対応をしているもの
の、極めて手薄である。その一方で、自粛や協力
金さらには GoTo トラベルなどの消費喚起型の、
国民生活を国策で扇動するような形で進められて
いるのが特徴的である。これはスガ政権が「公助」
を一番最後に持ってきたように、国がお情けでカ

ネを出すという理念が底にあるからである。生産
と労働を守り、コロナ検査により安全を守るとい
う基本精神が欠けているのに対して、不十分な点
はあるにしても、社会政策と労働政策を踏まえて、
コロナ対策している EU に見習う点は多々あると
思われる。

� （いしづかひでお、研究所主任研究員）
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＜はじめに＞
全国の公立病院は長期間にわたって赤字状態が

継続または拡大しており、自治体財政に及ぼす影
響も少なくないと言われています。そのために、
公立病院への地方公営企業法の全部適用など、首
長が任命した管理者による独立採算を原則とした
運営への変更等が進められきましたが、経営改善
に結びついた事例は多くはありませんでした。

そうした状況の下で、「地方独立行政法人法」
が２００３年 ７ 月に制定、２００４年 ４ 月 １ 日から施行さ
れ、公立病院の経営改善を実現する新しい運営方
法を可能にする法律として注目されました。２０１７
年末時点で全国で約９０の県・市・町立病院が地方
独立行政法人による運営に移行しており、その後
も増加しています。また、東京都立病院など少な
くない病院が、今後独立行政法人への移行を目指
していると言われています。

山形県には ５ つの県立病院があります。その １
つであり、１９９３年酒田市に ５ 番目の県立病院とし
て開設された県立日本海病院が、２００８年 ４ 月から
酒田市立病院と経営統合して設立された「地方独
立行政法人山形県・酒田市病院機構」の下で、日
本海総合病院と名称変更し、地方独立行政法人に
よる運営へ移行しました。他の ４ 県立病院は今日
も地方公営企業法の全部適用による運営です。日
本海病院の地方独立行政法人移行前と移行後、及
び他の県立病院の収支内容を比較検討し、運営形
態の変更による経営構造の変化と、変化をもたら
した主要な要因を探りたいと思います。

比較のために使用した資料は次の通り毎年公表
されている報告書等であり、それらの資料には掲
載されていない必要なデータは、県の担当部局へ
の聞き取りによるものです。
○『病院概要』――各病院
○�『山形県病院事業会計決算の概要』―県病院事

業局
○『山形県病院事業会計決算書』―山形県
○�『山形県病院事業会計決算審査意見書』―山形

県監査委員会
○『病院事業決算状況』―総務省
○�『病院事業決算状況（地方独立行政法人）』―

総務省

Ⅰ．地方独立行政法人とは
本稿は地方独立行政法人そのものの評価を目的

にするものではありませんが、公立病院の経営構
造への影響を及ぼす運営が可能となる背景を探る
視点から、地方行政法人について整理します。

１ ．地方独立行政法人の性格

地方独立行政法人法は第 ２ 条で「この法律にお
いて「地方独立行政法人」とは、住民の生活、地
域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地から
その地域において確実に実施されることが必要な
事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体
となって直接に実施する必要のないもののうち、
民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施され
ないおそれがあるものと地方公共団体が認めるも
のを効率的かつ効果的に行わせることを目的とし
て、この法律の定めるところにより地方公共団体
が設立する法人をいう」と定めており、公共的な
目的を持ちながら民間企業のような効率的な運営
形態を可能にする経営形態であると言われていま
す。

２ ．自治体の直営との違い

地方独立行政法人による病院運営の自治体によ
る直営と異なる具体的内容は以下のような事柄が

地方独立行政法人の運営に移行した地方独立行政法人の運営に移行した
公立病院の収支構造の変化とその背景公立病院の収支構造の変化とその背景

岩本　鉄矢
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上げられています。
①法人運営の中核となる役員のうち、経営責任者
である理事長は自治体の長が任命し、役員会を構
成する理事は理事長の任命による。そのため病院
管理者の権限が強化され、医療制度の変化等への
迅速な対応や、様々な契約についての自由度の高
い対応が可能となる。
②自治体は法人の達成すべき業務目標である「中
期目標」を示し、法人はその目標を達成するため
の「中期計画」を作成し議会の議決を必要とする
が、具体的な予算については法人が編成し議会に
よる議決は必要としない。
③職員定数は中期計画の範囲内で弾力的な運用が
可能であり、他からの制約を受けずに医師をはじ
めとする医療従事者の確保が可能となる。
④地方独立行政法人には職員の身分の違いによっ
て、特定地方独立行政法人（公務員型）と一般地
方独立行政法人（非公務員型）があり、非公務員
型の場合は移行前の公務員とは異なる賃金体系な
どの制定が可能となる。
「地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構」は
非公務員型です。

Ⅱ．日本海病院と山形県内の県
立病院の経営比較

１ ． ２０１８年度の各病院の収支実績

表－ １は、各病院の『病院概要』の様式に沿っ
て２０１８年度の収支内容を表記したものです。また、
表－ ２は医業収支、経常収支の区分を明らかにす
るために表－ １の表記の並べ替えを行ったもので
あり、表－ ３は各収支科目の医業収益に対する割
合を示したものとなっています。

２０１８年の当年度純損益では、日本海と中央病院
が黒字、他の ３ 県立病院が赤字となっています。
一方、医業収支についてみると、日本海のみが
１．４％の医業利益を確保しているのに対して、他
の ４ 県立病院全てが赤字となっています。医業収
益に対する医業利益の割合を見ると、こころと河
北が▲４７％を越える大幅な赤字であり、中央、新
庄も▲１１．３～▲１４．４％の赤字となっています。

県立病院の医業収支の赤字を埋めているのが医

業外収益です。各病院の医業収益に対する医業外
収益の割合は、日本海病院８．２％、中央病院１８．８％、
新庄病院１５．３％、河北病院２４．７％、こころの医療
センター５１．４％となっています。、新庄病院、河
北病院、こころの医療センターはこれほど大規模
な医業外収益があっても当年度損益は赤字となっ
ており、中でも河北病院は当年度決算で事業収益
比▲２６．６％もの大幅欠損でした。

２ ．医療外収益の内容とその実態

総務省による公立病院の事業決算状況の報告様
式に基づくと、医療外収益の内訳は、国・都道府
県補助金、他会計負担金・補助金、長期前受金戻
入収益、資本費繰入収益などとなっています。表
－ １に「一般会計繰入金」の金額表記があります。
公立病院の公共的な役割を担保するために、県が
直接的に負担している金額と言われています。但
し、表－ １に内訳表記が無い長期前受金戻入収益
も、県等からの補助金を充当した償却資産に関わ
る減価償却費見合額の戻入によるものであり、実
態は県の負担額です。そのため実質的には一般会
計繰入金額のみならず、医業外収益の大部分が自
治体等の負担によるものと推察されます。

３ �．病院事業に対する一般会計負担の基準
と現実

総務省による病院事業に対する自治体等からの
経費負担の考え方とその項目は以下の通りとなっ
ており、各項目ごとに負担基準も示されています。
①�民間医療機関の立地が困難な地域における医療

の提供
②��不採算・特殊部門に関わる医療の提供

・救急医療の確保　・小児医療・周産期医療の 
　　確保　・精神・結核・感染症医療
③�地域の民間医療機関では限界のある高度・先進

医療の提供
・県立がんセンター、県立循環器センー等

④広域的な医師派遣の拠点機能の確保
・医師及び看護師等の研究研修
・医師派遣などの医師確保対策

⑤その他
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・看護師養成所
・集団検診等の保健衛生行政事務　等
上記の項目に関わる事業の多くは、民間病院で

も他会計から負担金収益無しで取り組まれてお
り、必ずしも採算確保が困難な事業ばかりとは言
えません。山形の県立病院でも入院時の室料差額

の徴収は行われている一方、無料低額診療事業に
取り組んでいる病院はなく、医業事業については
診療報酬制度など民間病院と同じ条件で行われて
います。２０１８年度の各県立病院等に対する一般会
計からの負担金の支出内訳は、表－ ４に示した通
りです。地方公営企業法の区分に基づく金額が示

表－ １　平成３０年度（２０１８年度）収支報告� （単位＝千円）
日本海病院 中央病院 新庄病院 河北病院 こころ

収
益
的
収
入

医
業
収
益

入院収益 １３，０７３，６３１ １３，３０５，２８３ ４，９２４，２０３ １，７６６，８８２ １，７０６，２８６
外来収益 ５，４６０，３４３ ５，０６５，６８８ ２，１２１，０７６ １，１２４，６４８ ３０６，２１３

その他医業収益 ５２８，４５２ ５５３，４３２ ２６６，３１０ ７４，０７１ １２，６９２
小　計 １９，０６２，４２６ １８，９２４，４０３ ７，３１１，５８９ ２，９６５，６０１ ２，０２５，１９１

医業外収益 １，５５８，３４５ ３，５６０，３４９ １，１１９，７４９ ７３３，０５６ １，０４０，３２０
（内一般会計繰入） １，３５８，７６９ ２，７１８，０８６ ８８４，５６７ ４９１，７５３ １，０４０，３２０

特別利益 １２，７７４ ４７１，５７４ １３，８３３ ３，７８３ ５，３８９
計 ２０，６３３，５４５ ２２，９５６，３２６ ８，４４５，１７１ ３，７０２，４４０ ３，０７０，９００

収
益
的
支
出

医
業
費
用

給　与　費 ８，１２９，１２４ １０，７３０，５９７ ４，９８０，４４０ ２，６５８，６８４ ２，２４３，５８４
（退職給付費） １９，６０９ ３６７，７６３ ６２，９２８

材　料　費 ５，３８２，２９６ ５，８７８，３３９ １，５６０，０８３ ４６３，５６５ １９０，７５１
（薬品費） ３，４０７，５４２ ７９８，２６３ ２７７，４０８ １２１，２３０

（診療材料費） ２，３４１，３６７ ６９５，２１９ １８３，７５９ １６，４２８
経費 ２，６８８，０７１ ３，１８１，４３２ １，２４２，３９１ ８１７，３６７ ２３２，３６５

減価償却費 １，３０８，７６４ ９６３，７８７ ４５７，９９５ ３４５，０４２ ２９０，５４０
資産減耗費 １，０１７，８５４ １５０，１９７ ４２，０００ ５７，８４０ ２３５
研究研修費 ２６０，０１６ １５７，１４５ ５３，１９２ ２８，２６５ ２２，５５１

小　計 １８，７８６，１２５ ２１，０６１，４９７ ８，３３６，１０１ ４，３７０，７６３ ２，９８０，０２６
医療外費用 １，０２２，６３３ １，１４７，７２３ ２２７，７９２ １１４，７５１ １０９，２８１
特別損失 １４，８９０ ３６，００８ １１，３９４ ４，９５８ ５，１１６

計 １９，８２３，６４８ ２２，２４５，２２８ ８，５７５，２８７ ４，４９０，４７２ ３，０９４，４２３
当年度損益 ８０９，８９７ ７１１，０９８ ▲１３０，１１６ ▲７８８，０３２ ▲２３，５２３

＊「こころ」の正式名称は「こころの医療センター」
＊日本海病院の「内一般会計繰入金」について金額は総務省病院事業決算状況（地方独立行政法人－２９年度）より算出

収益的収入の構成比
日本海 中央 新庄 河北 こころ

医
業
収
益

入院収益 ６３．４％ ５８．０％ ５８．３％ ４７．７％ ５５．６％
外来収益 ２６．５％ ２２．１％ ２５．１％ ３０．４％ １０．０％

その他医業収益 ２．６％ ２．４％ ３．２％ ２．０％ ０．４％
小　計 ９２．４％ ８２．４％ ８６．６％ ８０．１％ ６５．９％

医業外収益 ７．６％ １５．５％ １３．３％ １９．８％ ３３．９％
（内一般会計繰入） ６．６％ １１．８％ １０．５％ １３．３％ ３３．９％

特別利益 ０．１％ ２．１％ ０．２％ ０．１％ ０．２％
計 １００．０％ １００．０％ １００．０％ １００．０％ １００．０％
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されていますが、表－ ８に示した各病院の医療内
容や患者数等に照らして見ると、何の事業をどの
程度行っているから負担金がいくら、という厳密
な負担額とはなっていないように見受けられます。

４ ．実態としての自治体負担額

公立病院の維持に関わる自治体による財政負担
は、一般会計負担額として表面化している金額の
みでは無く、各病院の欠損金も実際上は負担しな
ければなりません。

決算処理上では、各病院の欠損額は貸借対照表
にマイナスの利益剰余金として累積されていきま
す。しかし累積欠損額が巨額にのぼれば、自己資
金や借入資金の手当のみでは資金収支に困難をき
たすことになります。
表－ ５に示した通り、２０１８年度末の ４ 県立病院

の累積欠損金の合計は３７８億円近い金額となって
います。それぞれの病院の２０１８年度医業収益に対
する累積欠損額の割合は、中央７８．８％、新庄
１０８．５％、河北４０９．１％、こころ１３８．３％に達して
います。

病院運営を継続するためには、給与や材料費の
支払や費用等の負担を継続しなければならず、累
積欠損額に見合う資金調達が必要になります。 ４
県立病院合計の２０１８年度末の未償還企業債及び借
入金残高の明細は表－ ６の通りですが、県の債務
保証あるいは県財政から直接の融資によるもので
あり、実態としては自治体財政による負担となっ
ています。

自治体病院の運営が地方独立行政法人に移行す
る際は、累積欠損金がある場合は移行前に、その
処理を行政の責任で行う必要があります。実際、
日本海病院が移行した時の累積欠損金も県の負担

表－ ２　平成３０年度（２０１８年度）収支報告� （単位＝千円）
日本海病院 中央病院 新庄病院 河北病院 こころ

医
業
収
益

入院収益 １３，０７３，６３１ １３，３０５，２８３ ４，９２４，２０３ １，７６６，８８２ １，７０６，２８６
外来収益 ５，４６０，３４３ ５，０６５，６８８ ２，１２１，０７６ １，１２４，６４８ ３０６，２１３

その他医業収益 ５２８，４５２ ５５３，４３２ ２６６，３１０ ７４，０７１ １２，６９２

小　計 １９，０６２，４２６ １８，９２４，４０３ ７，３１１，５８９ ２，９６５，６０１ ２，０２５，１９１

医
業
費
用

給　与　費 ８，１２９，１２４ １０，７３０，５９７ ４，９８０，４４０ ２，６５８，６８４ ２，２４３，５８４
（退職給付費） １９，６０９ ３６７，７６３ ６２，９２８

材　料　費 ５，３８２，２９６ ５，８７８，３３９ １，５６０，０８３ ４６３，５６５ １９０，７５１
（薬品費） ３，４０７，５４２ ７９８，２６３ ２７７，４０８ １２１，２３０

（診療材料費） ２，３４１，３６７ ６９５，２１９ １８３，７５９ １６，４２８
経費 ２，６８８，０７１ ３，１８１，４３２ １，２４２，３９１ ８１７，３６７ ２３２，３６５

減価償却費 １，３０８，７６４ ９６３，７８７ ４５７，９９５ ３４５，０４２ ２９０，５４０
資産減耗費 １，０１７，８５４ １５０，１９７ ４２，０００ ５７，８４０ ２３５

研究研修費 ２６０，０１６ １５７，１４５ ５３，１９２ ２８，２６５ ２２，５５１
小　計 １８，７８６，１２５ ２１，０６１，４９７ ８，３３６，１０１ ４，３７０，７６３ ２，９８０，０２６

医業利益 ２７６，３０１ ▲２，１３７，０９４ ▲１，０２４，５１２ ▲１，４０５，１６２ ▲９５４，８３５
医業外収益 １，５５８，３４５ ３，５６０，３４９ １，１１９，７４９ ７３３，０５６ １，０４０，３２０

（内一般会計繰入） １，３５８，７６９ ２，７１８，０８６ ８８４，５６７ ４９１，７５３ １，０４０，３２０
医療外費用 １，０２２，６３３ １，１４７，７２３ ２２７，７９２ １１４，７５１ １０９，２８１
経常利益 ８１２，０１３ ２７５，５３２ ▲１３２，５５５ ▲７８６，８５７ ▲２３，７９６
特別利益 １２，７７４ ４７１，５７４ １３，８３３ ３，７８３ ５，３８９
特別損失 １４，８９０ ３６，００８ １１，３９４ ４，９５８ ５，１１６

当年度純利益 ８０９，８９７ ７１１，０９８ ▲１３０，１１６ ▲７８８，０３２ ▲２３，５２３
除一般会計繰入純利益 ▲５４８，８７２ ▲２，００６，９８８ ▲１，０１４，６８３ ▲１，２７９，７８５ ▲１，０６３，８４３
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として処理されました。表－ ５の日本海病院の３０
億円を越える利益剰余金は地方独立行政法人移行

後の利益の累積であり、移行前の累積欠損金を引
き継いだ額ではありません。

Ⅲ．日本海病院の地域独立行政法
人移行前後の収支内容の変化

１ ．事業規模の変化

表－ ７－ １は、日本海病院が県直経営としての
活動を終了する １ 年前である２００７年度と、独立行
政法人に移行後でデータの公表が行われている最
直近の２０１８年度の事業規模等について比較した表
です。県直運営の最終年度である２００８年度の詳細
データが入手出来ませんでしたので、その前年で
ある２００７年度との比較となっています。また、臨
時職員数については、２００７年度の詳細資料があり
ませんでしたので他の資料からの推計によるもの

です。
許可病床が ２ 割以上増加し、 １ 日平均入院患者

数も１７％近く増加しています。また、外来患者数
は１．５倍以上の増加となっています。さらに、こ
の間、診療報酬の改定などもあり、日当円につい
ては入院・外来ともに１．８から１．９倍になっていま
す。その結果、年間の医業収益は２００７年度に比べ
て２０１８年度は２．３５倍に増加しました。

一方、職員数も１．８倍に増加していますが、そ
の増加率は医業収益の増加率を大幅に下回るもの
です。職員数の変化を正職員と臨時職員に分けて
みると、正職の増加率は１．６４倍なのに対して、臨
時は２．６６倍と臨時職員の増加割合が大きくなって
います。正・臨時職員の他に病院運営の中で医事、

表－ ３　医業収益１００対構成比
日本海 中央 新庄 河北 こころ

医
業
収
益

入院収益 ６８．６％ ７０．３％ ６７．３％ ５９．６％ ８４．３％
外来収益 ２８．６％ ２６．８％ ２９．０％ ３７．９％ １５．１％

その他医業収益 ２．８％ ２．９％ ３．６％ ２．５％ ０．６％

小　計 １００．０％ １００．０％ １００．０％ １００．０％ １００．０％

医
業
費
用

給　与　費 ４２．６％ ５６．７％ ６８．１％ ８９．７％ １１０．８％
（退職給付費） ０．１％ ５．０％ ２．１％

材　料　費 ２８．２％ ３１．１％ ２１．３％ １５．６％ ９．４％
（薬品費） １８．０％ １０．９％ ９．４％ ６．０％

（診療材料費） １２．４％ ９．５％ ６．２％ ０．８％
経費 １４．１％ １６．８％ １７．０％ ２７．６％ １１．５％

減価償却費 ６．９％ ５．１％ ６．３％ １１．６％ １４．３％
資産減耗費 ５．３％ ０．８％ ０．６％ ２．０％ ０．０％

研究研修費 １．４％ ０．８％ ０．７％ １．０％ １．１％
小　計 ９８．６％ １１１．３％ １１４．０％ １４７．４％ １４７．１％

医業利益 １．４％ ▲１１．３％ ▲１４．０％ ▲４７．４％ ▲４７．１％
医業外収益 ８．２％ １８．８％ １５．３％ ２４．７％ ５１．４％

（内一般会計繰入） ７．１％ １４．４％ １２．１％ １６．６％ ５１．４％
医療外費用 ５．４％ ６．１％ ３．１％ ３．９％ ５．４％
経常利益 ４．３％ １．５％ ▲１．８％ ▲２６．５％ ▲１．２％
特別利益 ０．１％ ２．５％ ０．２％ ０．１％ ０．３％
特別損失 ０．１％ ０．２％ ０．２％ ０．２％ ０．３％

当年度純利益 ４．２％ ３．８％ ▲１．８％ ▲２６．６％ ▲１．２％
除一般会計繰入純利益 ▲２．９％ ▲１０．６％ ▲１３．９％ ▲４３．２％ ▲５２．５％
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表－ ４　山形県立病院２０１８年度一般会計繰入金の内訳� （単位＝千円）
中央 新庄 河北 こころ

救急医療の確保に関する経費 ４９１，８４２ １０６，９７３ １０６，９５６
保健衛生行政事務に要する経費 １７，００５ １７，００５ １７，００５ １７，００５
精神医療に要する経費 ５５１，８８３
感染症医療に要する経費 １４，９７８ １４，９７８ ４４，９３４
リハビリテーション医療に要する経費 ３８，８８１ ３５，１０６ １５，１０２
周産期医療に要する経費 １９２，６７２
小児医療に要する経費 ３２，８９５ ２３，２２０ １，９３５
高度医療に要する経費 １，０６１，７６０ ２７６，８８６ １３２，３９７ ９９，３６３
院内保育所の運営に要する経費 １６，７０２
経営基盤強化対策に要する経費 １１７，５９６ ７５，９７２ ５３，８８５ ２３，４８２
基礎年金拠出金に関わる公的負担に要する経費 ２５０，１９０ １１６，７８９ ６２，６７３ ５２，１０２
児童手当に要する経費 ４６，３３４ ２８，０７３ ９，４５０ １５，１４３
共済追加費用の負担に要する経費 １８３，０６８ ８５，４５６ ４５，８５９ ３８，１２４
企業債利息 ２１３，３５９ １，２０２ １，５５７ ２７，６２７

小　　計 ２，６７７，２８２ ７８１，６６０ ４９１，７５３ ８２４，７２９
企業債元金等 １，１８５，５２２ １９０，０６０ １１０，２５６ ７５，４３１
医師研究調査事業費 ５，０００ ５００ ５００ ５００

小　　計 １，１９０，５２２ １９０，５６０ １１０，７５６ ７５，９３１
合　　　計 ３，８６７，８０４ ９７２，２２０ ６０２，５０９ ９００，６６０

表－ ５　２０１８年度末の累積利益額� （単位＝千円）
日本海病院 中央病院 新庄病院 河北病院 こころ

利益剰余金 ３，０７８，１２０ －１４，９０８，９０６ －７，９３６，３７６ －１２，１３２，６１５ －２，８００，３７３
＊日本海病院の値は２０１７年度末の法人全体の金額

表－ ６　
２０１８年度末企業債及び借入金の状況� （単位＝千円）
企業債

借入先 年度末未償還額
財務省（財政融資資金） ２４，１４７，２３７
地方公共団体金融機構 ２８，６５５

山　形　銀　行 ６，４６１，４３５
合　　　計 ３０，６３７，３２７

長期借入金
山形県一般会計 ８００，０００

一時借入金
山形県一般会計 ３，５００，０００

企業債・借入金残高合計 ３４，９３７，３２７

給食、施設管理、保育所などの分野は委託または
派遣職員によって担われています。その人数は臨
時職員数を上回っていますが、委託職員に関わる
費用は後述する給与費には含まれず、経費の内訳
である委託費等に含まれるものなので、その人数
の変化についてはふれません（把握出来る資料で
は、２０１２年度には３２６人の委託職員が存在してい
ると発表されています）。

２ ．収支構造の変化

２００７年度と２０１８年度では事業規模が大きく違っ
ていますので、収支構造の変化をみるために、表
－ ７－ ２で医業収益に対する各収支科目の割合を
示しています。

純利益率は２００７年の▲２．５％から２０１８年度は＋
４．２％に改善し、赤字経営から黒字経営に変化し
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ています。特に、医業収支は▲８．４％から＋１．４％
へ９．８％も改善しています。医業収支改善の最大
の要因は給与比率の大幅な低下です。２００７年の
６１．４％が２０１８年には４２．６％へと１８．８％も減少して
います。

また、医業外収益のうち、一般会計からの繰入
額は事業規模が倍以上になっているにも関わらず
２００７年度と２００１８年度はほぼ同額で、医業収益に
対する比率では１６．１％から７．１％へと大幅に低下
しています。地方独立行政法人化の目的である、

表－ ７－ １　基礎指標の変化
２００７年度 ２０１８年度 増減 増減率 単位

許可病床 ５２８ ６４６ １１８ ２２．３％ 床
病床稼働率 ８４．８％ ８０．８％ ▲３．９％ ▲４．６％ ％

１ 日
平均

入院患者数 ４４７．５ ５２２．２ ７５ １６．７％ 人
外来患者数 ９１８．６ １，４１０．２ ４９２ ５３．５％ 人

医業収益 ８，３３８，０４５．０ １９，０６２，４２６．０ １１，３００，１９８ １３５．５％ 千円
入院日当円 ３７，３３３ ６８，５８７ ３１，２５３ ８３．７％ 円
外来日当円 ８，５２３ １５，８６９ ７，３４６ ８６．２％ 円

職
員
数

正職員 ５８０ ９５２ ３７２ ６４．１％ 人
臨時職員 １０２ ２７１ １６９ １６５．７％ 人

合計 ６８２ １，２２３ ５４１ ７９．３％ 人

表－ ７－ ２　収支構造の変化
金　額（千円） 医業収益対構成比

２００７年度 ２０１８年度 増減 ２００７ ２０１８ 増減

医
業
収
益

入院収益 ６，０９７，９４０ １３，０７３，６３１ ６，９７５，６９１ ７３．１％ ６８．６％ ▲４．６％
外来収益 １，９２５，９７３ ５，４６０，３４３ ３，５３４，３７０ ２３．１％ ２８．６％ ５．５％

その他医業収益 ３１４，１３２ ５２８，４５２ ２１４，３２０ ３．８％ ２．８％ ▲１．０％
小　計 ８，３３８，０４５ １９，０６２，４２６ １０，７２４，３８１ １００．０％ １００．０％ ０．０％

医
業
費
用

給　与　費 ５，１１７，８６２ ８，１２９，１２４ ３，０１１，２６２ ６１．４％ ４２．６％ ▲１８．７％
材　料　費 ２，２７８，９７６ ５，３８２，２９６ ３，１０３，３２０ ２７．３％ ２８．２％ ０．９％

経費 １，２５１，５００ ２，６８８，０７１ １，４３６，５７１ １５．０％ １４．１％ ▲０．９％
減価償却費 ３０３，４７７ １，３０８，７６４ １，００５，２８７ ３．６％ ６．９％ ３．２％
資産減耗費 ６，１５６ １，０１７，８５４ １，０１１，６９８ ０．１％ ５．３％ ５．３％
研究研修費 ７９，６３９ ２６０，０１６ １８０，３７７ １．０％ １．４％ ０．４％

小　計 ９，０３７，６１０ １８，７８６，１２５ ９，７４８，５１５ １０８．４％ ９８．６％ ▲９．８％
医業利益 ▲６９９，５６５ ２７６，３０１ ９７５，８６６ ▲８．４％ １．４％ ９．８％

医業外収益 １，３９０，５９２ １，５５８，３４５ １６７，７５３ １６．７％ ８．２％ ▲８．５％
（内一般会計繰入） １，３４１，１２８ １，３５８，７６９ １７，６４１ １６．１％ ７．１％ ▲９．０％

医療外費用 ８８５，３７５ １，０２２，６３３ １３７，２５８ １０．６％ ５．４％ ▲５．３％
経常利益 ▲１９４，３４８ ８１２，０１３ １，００６，３６１ ▲２．３％ ４．３％ ６．６％
特別利益 ３，８５０ １２，７７４ ８，９２４ ０．０％ ０．１％ ０．０％
特別損失 １８，１６４ １４，８９０ ▲３，２７４ ０．２％ ０．１％ ▲０．１％

当年度純利益 ▲２０８，６６２ ８０９，８９７ １，０１８，５５９ ▲２．５％ ４．２％ ６．８％
除一般会計繰入純利益 ▲１，５４９，７９０ ▲５４８，８７２ １，０００，９１８ ▲１８．６％ ▲２．９％ １５．７％
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表－ ８　医療事業概要比較
日本海 中央 新庄 河北 こころ 単位

許可病床数 ６４６ ６０９ ４５４ １８６ ２１４ 床
運用病床数 ６４６ ６０９ ３８８ １６２ ２１４ 床
診療科数 ３４ ３４ １８ １５ ３ 科

延入院患者数 １９０，６１５ １６９，１９２ １１１，２１９ ４５，１８０ ７１，４１８ 人
延外来患者数 ３４４，０９０ ２６６，８６１ １８５，４４３ １０３，８６９ ３３，７８３ 人

手術件数 ６，００４ ７，６１８ ２，６７１ ５８５ 件
救急患者件数 ２３，１６４ １６，７４９ １１，５４０ ５，７２８ ３４６ 件

許可病床対稼働率 ８０．８％ ７６．１％ ６７．１％ ６６．５％ ９１．４％ ％
運用病床対稼働率 ８０．８％ ７６．１％ ７８．５％ ７６．４％ ９１．４％ ％
日
当
円

入　院 ６８，５８７ ７８，６４０ ４４，２７５ ３９，１０８ ２３，８９２ 円
外　来 １５，８６９ １８，９８２ １１，４３８ １０，８２８ ９，０６４ 円

職
員
数

常　勤 ８３８ ９９８ ４６７ ２４９ ２０８ 人
非常勤 ２２５ ２９０ １１９ ６６ ３７ 人
合計 １，０６３ １，２８８ ５８６ ３１５ ２４５ 人

常勤職員比率 ７８．８％ ７７．５％ ７９．７％ ７９．０％ ８４．９％ ％

公立病院の運営に関わる自治体の財政負担の軽減
という視点からみると、大きな成果をあげている
ことになります。

Ⅳ．医業収支構造変化の背景
前章で、日本海病院の収支改善の最大の要因は

人件費率の大幅低下にあることを示しましたが、
その背景を探るために日本海病院自体の運営形態
変更前後の職員体制の変化と、２０１８年度における
県立病院の職員体制との比較を行います。特に、
日本海病院と同様に第二次医療圏の中核病院であ
り高度・専門医療、 ３ 次救急医療を担い、事業規
模や職員数が類似している中央病院の職員体制と
の比較を行うことでその内容を明らかにします。

１ ．職員関連指標の比較

表－ ９は２０１８年度の各病院の職種別職員数を常
勤、非常勤に分けて表記したものであり、表－１０
は日本海病院の２００７年と2018年の職種別職員数の
変化を示したものです。また、民間の同種病院と
の比較を行う為に民医連に加盟している許可病床
３００床以上で DPC 病院の２０１８年度実績を表－１１

に集約しました。
これまで示してきた収支内容等を示したデータ

と、上記の職員数に関わる数値を元にして職員に
関わる指標を表－１２にまとめました。これらの指
標の比較によって日本海病院の人件費率の低さの
背景を探ります。

２ ．高い稼働実績と低い給与費

表－１２をみると、２０１８年度の日本海病院の職員
一人当の事業収益や粗利益は、他の県立病院に比
べて最も高い値を示していますが、職員一人当人
件費は逆に最も低い値となっています。２００７年度
の日本海の値と比較しても、事業収益と粗利益は
１．３倍に増加しているのに対して、平均人件費は
９ 割以下に低下しています。
同種・同規模病院である中央病院の職種別職員

をみると調理要員３３人の記載がありますが、日本
海には記載がありません。給食部門を中央は自前
で運用し、日本海は委託で運用しているためと思
われます。その点も考慮すると職員一人当事業収
益には日本海と中央との間には大差がないと思わ
れますが、平均給与については日本海は中央の ８
割以下の水準です。
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３ ．平均給与が低くなる要因

医療分野では職種による給与単価に大きな差が
あり、とりわけ医師と他職種との差は大きく、職
員数が同規模でも、職種構成が大きく異なる場合
は平均給与額に差が生じることがあります。表－
１３は日本海と中央について職種の構成を比較した
ものです。医師の割合が中央がやや高い比率とな
っていますが、常勤医師の割合はほぼ同率であり、
初期研修医や専門研修医等の非常勤医師割合の差
ですので、医師割合が高いことが平均給与差に大
きく影響しているとは考えられません。

また、同じ職種であっても常勤職員に比べて非

常勤職員の給与は大幅に低く設定されています。
しかし、職員全体の中に占める非常勤職員の割合
は日本海２２．２％、中央２２．５％とほぼ同比率なので、
この要素も平均給与差の理由とすることはできま
せん。

結局、第 １ 章第 ２ 項でしめしたように、非公務
員型の地方独立行政法人は、公務員とは異なる賃
金体系の制定が可能であり、平均賃金額の差は賃
金体系の差によって生み出されたものと、推察さ
れます。

日本海の職員一人当給与が中央病院と同じであ
ると仮定すると、人件費率は５１．９％に増大し、医
業利益率は▲６．４％、純利益率も▲１０．４％と大幅

表－ ９　職種別職員数比較表
日本海 中央 新庄 河北 こころ

常勤 非常勤 計 常勤 非常勤 計 常勤 非常勤 計 常勤 非常勤 計 常勤 非常勤 計
医師・歯科医師 １０９ ４５ １５４ １１３ ７７ １９０ ４４ ２ ４６ ２６ １ ２７ ９ ８ １７
看護師 ６０３ ２６ ６２９ ６６２ １３ ６７５ ２９５ ５ ３００ １４８ ３ １５１ １３４ ３ １３７
准看護師 １ ８ ９ ０ ０ ０ ０
薬剤師 ３１ ３１ ２５ ２５ １４ １４ ９ ９ ３ ３
臨床検査技師 ３７ ３７ ３４ ７ ４１ ２１ １ ２２ １４ １４ ２ ２
放射線技師 ３０ ３０ ２５ ２５ １３ １３ ８ １ ９ １ １
リハビリ技師 ３６ ３６ ２４ ２４ １８ １８ １１ １１ ８ ８
管理栄養士 １０ １０ ６ ４ １０ ５ １ ６ ４ ４ ４ ４
調理技能員 ２８ ５ １６ ５ ２１ ０ １６ ３ １９
臨床工学技士 １３ １３ ８ １ ９ ４ ４ ２ ２ ０
臨床心理士 １ １ ０ ０ ０ ５ ２ ７
精神保健福祉士 １ １ ０ ０ ０ ９ ９
視能訓練士 ３ １ ４ ３ １ ４ １ １ ０ ０
歯科技工士 １ １ １ １ ０ ０ ０
歯科衛生士 ４ ４ １ ４ ５ ０ ０ ０
メディエーター １ ０ ０ ０ ０
遺伝カウンセラー １ ０ ０ ０ ０
社会福祉士 ４ １ ５ ３ ２ ５ １ １ ２ ２ ０
診療情報管理士 １２ ４ ４ ４ ３ ７ ０
事務職 ５７ ７２ １２９ ３３ ３０ ６３ ２４ １０ ３４ １９ １０ ２９ １３ ７ ２０
看護系補助者 ３ ７２ ７５ ７５ ７５ ５１ ５１ ２４ ２４ ７ ７
技術系補助者 ３ １６ １９ １７ １３ ３０ ６ １２ １８ １ ７ ８ ２ ３ ５
事務系補助者 ６ ２６ ３２ ３ ５５ ５８ １ ３２ ３３ １ １７ １８ ２ ４ ６
その他 １ １ ３ ３ ０ ０ ０
合計 ９５２ ２７１ １，２２３ ９９８ ２９０ １，２８８ ４６７ １１９ ５８６ ２４９ ６６ ３１５ ２０８ ３７ ２４５
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な赤字になってしまいます。
日本海の平均給与費は他の県立病院に比べると

低い値ですが、民医連の３００床以上 DPC 病院よ
りは高い値です。賃金水準の地方差を考慮すると、
東北地方の民医連３００床 DPC 病院の平均給与費
は５，９２５千円ですので、同じ東北で活動する日本
海は１２％上回っている水準です。

４ ．民医連病院との違い

日本海と民医連の職員一人平均給与はほぼ同じ
レベルですが、事業収益に対する給与費の割合は
４１．４％対５８．３％と大幅な差がついています。その

主因は業務委託割合の差によるものです。 ３ 節の
１ 項で記した通り、日本海では医事・給食等広い
分野で業務委託を行っており、そこで働く人の数
は常勤と非常勤合わせた職員数の ３ 割にも及びま
す。

収支報告書には、委託費用は給与費ではなく経
費の中の委託費として計上されます。そのため、
医業収益に占める給与費の割合は、全ての業務を
職員で行う場合の ７ 割程度に留まります。従って、
職員のみで行った場合の給与比率は５９．１％とな
り、民医連病院とほぼ同率となります。民医連病
院にも業務の委託はありますが、日本海ほど大規
模かつ広範に実施している病院は多くありません。

表－１０　職種・雇用別職員数比較
実人数 総数対構成比

区分 ２００７年 ２０１８年 増減 ２００７年 ２０１８年 増減

医
師

常勤 ５８ １０９ ５１ 8.5％ 8.9％ 0.4％
非常勤 １７ ４５ ２８ 2.5％ 3.7％ 1.2％
合計 ７５ １５４ ７９ 11.0％ 12.6％ 1.6％

看
護
職

常勤 ３９２ ６０４ ２１２ 57.5％ 49.4％ ▲8.1％
非常勤 １３ ３４ ２１ 1.9％ 2.8％ 0.9％
合計 ４０５ ６３８ ２３３ 59.4％ 52.2％ ▲7.2％

技
術
職

常勤 ９５ １６３ ６８ 13.9％ 13.3％ ▲0.6％
非常勤 ２ ５ ３ ０．３％ 0.4％ 0.1％
合計 ９７ １６８ ７１ 14.2％ 13.7％ ▲0.5％

看護
補助

常勤 ０ ３ ３ ０．０％ 0.2％ 0.2％
非常勤 ３３ ７２ ３９ 4.8％ 5.9％ 1.0％
合計 ３３ ７５ ４２ 4.8％ 6.1％ 1.3％

技術
補助

常勤 ０ ３ ３ ０．０％ 0.2％ 0.2％
非常勤 ６ １６ １０ 0.9％ 1.3％ 0.4％
合計 ６ １９ １３ 0.9％ 1.6％ 0.7％

事務
事務
補助

常勤 ３５ ７０ ３５ 5.1％ 5.7％ 0.6％
非常勤 ３１ ９９ ６８ 4.5％ 8.1％ 3.5％
合計 ６６ １６９ １０３ 9.7％ 13.8％ 4.1％

合
計

常勤 ５８０ ９５２ ３７２ 85.0％ 77.8％ ▲7.2％
非常勤 １０２ ２７１ １６９ 15.0％ 22.2％ 7.2％
合計 ６８２ １，２２３ ５４１ 100.0％ 100.0％ 0.0％

＊２００７年度常勤数は定数、非常数は２００８年度総数実績からの推計
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表－１１　民医連加盟３００床以上DPC病院２０１８年度実績集計

病院名 職員数
内医師・歯
科医師数

事業収益 人件費 材料費 事業利益 許可病床
職員一人平均

事業収益 人件費 粗利益
勤医協中央
病院

１，０３０．７ １３３．７ １２，６７８，７４４ ６，６１７，６９８ ２，７４６，２１８ ４５３，８３３ ４５０ １２，３０１ ６，４２１ ９，６３７

坂総合病院 ６５９．１ ８７．１ ７，３３１，３８８ ３，９１０，９３５ １，２２６，５３８ １０９，１７６ ３５７ １１，１２３ ５，９３４ ９，２６２
中通総合病
院

８８９．０ ８２．０ ９，８９７，９５９ ５，２６２，５４６ ２，１７４，６００ ▲１８，６７２ ４５０ １１，１３４ ５，９２０ ８，６８８

埼玉協同病
院

８６８．６ ７９．３ １０，３９８，４５９ ５，９１０，５１０ ２，２１１，８６８ ▲２０，７６６ ４０５ １１，９７２ ６，８０５ ９，４２５

船橋二和病
院

４６３．７ ４５．１ ４，６０４，８８４ ３，１６０，１２７ ６６１，２７３ ▲２１２，５３７ ３０４ ９，９３１ ６，８１５ ８，５０５

東葛病院 ６７３．０ ６９．０ ８，１７６，００８ ４，８９８，７５４ １，０７０，０７０ ▲１９４，２８２ ３６６ １２，１４９ ７，２７９ １０，５５９
城北病院 ５３０．０ ４２．０ ４，３１０，２７１ ２，８１１，７５３ ５７６，４５０ ▲１７１，８５７ ３１４ ８，１３３ ５，３０５ ７，０４５
長野中央病
院

６８７．４ ４６．１ ９，３０６，１５９ ４，６９９，６５１ ２，２６４，０７６ １４１，９５２ ３２２ １３，５３８ ６，８３７ １０，２４５

協立総合病
院

５３９．７ ６１．８ ６，４５４，１０７ ３，９１７，５４８ １，０２２，９６１ ▲８４，２３５ ４３４ １１，９５８ ７，２５８ １０，０６３

京都民医連
中央病院

７３１．３ ７３．５ ８，３３２，２５６ ５，１８４，７５５ １，０３３，４２４ ６６，３２２ ４１１ １１，３９４ ７，０９０ ９，９８１

耳原総合病
院

８７８．２ ９６．７ １１，２８５，１７４ ６，１６７，９６１ ２，０９１，９４７ １２１，５５８ ３８６ １２，８５０ ７，０２３ １０，４６８

総合病院松
江生協病院

４９１．２ ３９．１ ５，１７６，８６３ ３，２２１，９４７ ８９４，２０６ ▲４４，７７７ ３５１ １０，５３９ ６，５５９ ８，７１９

総合病院岡
山協立病院

５９９．６ ４８．３ ５，８４３，３１８ ３，７０４，３４０ ９９６，７２４ １２０，３２６ ３１８ ９，７４５ ６，１７８ ８，０８３

健和会大手
町病院

８４１．２ ９０．３ ９，３４５，８４２ ５，７７８，８０２ １，４５２，９４７ １８４，５６９ ４９９ １１，１１０ ６，８７０ ９，３８３

千鳥橋病院 ６３６．８ ５７．７ ６，３６８，０１６ ４，１０４，１３２ ８０１，６１３ ▲２９５，７８６ ３５０ １０，０００ ６，４４５ ８，７４１
総合病院鹿
児島生協病
院

５２４．９ ４５．６ ５，５５８，９７９ ３，５２７，９５８ ９７４，３４０ ▲７９，６５７ ３０６ １０，５９１ ６，７２１ ８，７３４

合　　計 １１，０４４．４ １，０９７．３ １２５，０６８，４２７ ７２，８７９，４１７ ２２，１９９，２５５ ７５，１６７ ６，０２３ １１，３２４ ６，５９９ ９，３１４
平　　均 ６９０．３ ６８．６ ７，８１６，７７７ ４，５５４，９６４ １，３８７，４５３ ４，６９８ ３７６ １１，３２４ ６，５９９ ９，３１４

表－１２ 職員関連指標比較
２００７年度 ２０１８年度

単位
日本海 日本海 中央 新庄 河北 こころ 民医連

職員数 ６８２ １，２２３ １，２８８ ５８６ ３１５ ２４５ ６９０ 人
事業収益 ８，３３８，０４５ １９，０６２，４２６ １８，９２４，４０３ ７，３１１，５８９ ２，９６５，６０１ ２，０２５，１９１ ７，８１６，７７７

千円

給与費 ５，１１７，８６２ ８，１２９，１２４ １０，７３０，５９７ ４，９８０，４４０ ２，６５８，６８４ ２，２４３，５８４ ４，５５４，９６４
材料費 ２，２７８，９７６ ５，３８２，２９６ ５，８７８，３３９ １，５６０，０８３ ４６３，５６５ １９０，７５１ １，３８７，４５３

職員
一人
平均

事業収益 １２，２２６ １５，５８７ １４，６９３ １２，４７７ ９，４１５ ８，２６６ １１，３２４
粗利益 ８，８８４ １１，１８６ １０，１２９ ９，８１５ ７，９４３ ７，４８８ ９，３１４
人件費 ７，５０４ ６，６４７ ８，３３１ ８，４９９ ８，４４０ ９，１５７ ６，５９９

給与比率 ６１．４％ ４２．６％ ５６．７％ ６８．１％ ８９．７％ １１０．８％ ５８．３％

％
材料比率 ２７．３％ ２８．２％ ３１．１％ ２１．３％ １５．６％ ９．４％ １７．７％

事業利益率 ▲８．４％ １．４％ ▲１１．３％ ▲１４．０％ ▲４７．４％ ▲４７．１％ ０．２％
職員中医師比率 １１．０％ １２．６％ １４．８％ ７．８％ ８．６％ ６．９％ ９．９％

＊付加価値額は（事業収益－材料費）で算出
＊「民医連」は民医連加盟に加盟する３００床以上の DPC１６病院の平均値
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Ⅴ．他府県の地方独立行政法人
病院と公営病院の経営構造の
状況
表－１４（118、119ページ）は、総務省病院事業

経営統計（平成２９年度）から、山形県以外の独立
行政法人運営病院のうち、非公務員型で病床数
４００床以上の１０病院を統計表の順番で拾い上げ、
同一府県にある同規模の１０公営病院をピックアッ
プして、それぞれの医業収益に対する経営指標の
割合を算出し比較したものです。

１０病院の平均値を比較すると、医業利益率は独
立行政法人の▲５．３％に対して公営は▲１０．５％と
赤字割合が倍以上高くなっています。独立行政法
人の経費率と給与費率が公立の割合より低いこと
の結果です。また、運営負担金の割合は独立行政
法人の９．７％に対して公営は１１．９％と２．２％高くな
っていますが、運営費負担金収益を含む経常利益
では独立行政法人が０．８％の黒字であるのに対し
て公営は▲１．６％の赤字となっています。そのた
め、山形県における日本海病院と他の県立病院ほ
どの差ではありませんが、自治体の公立病院に対
する実質負担率は独立行政法人病院の方が医業収
益比で３．８％程度少なくなっています。

但し、各府県の個別病院の比較でみると、公営
より給与比率が低い独立行政法人病院は１０病院中
６ 病院で、運営費負担金比率のが公営病院を上回
っている病院が半数の ５ 病院あり、独立行政法人
化すればそれだけで直ちに自治体の負担減に結び

つく訳ではないようです。

＜おわりに＞
日本海病院の地方独立行政法人への運営変更

は、地域における医療需要に対応しつつ自治体財
政の負担を軽減したことは間違いありません。そ
して、その経営改善の主因は、公務員の給与体系
を民間の給与体系に切り替える職員給与の引き下
げと、業務の大幅な民間委託拡大による給与費の
削減によって実現されたものでした。

一方、民間医療機関の現実は、繰り返される診
療報酬の引き下げと、医師・看護師等の従事者確
保が困難な状況で、ギリギリの運営に追い込まれ
ており、取り組む医療分野の選別と事業規模の縮
小で生き残りを図ろうとしています。

今般の新型コロナの感染拡大のなかで、医療機
関の従事者の疲弊と経営的困難が顕在化し、事業
の存続そのものが危ぶまれる状況が拡大していま
す。

消防が常に大規模火災や災害に備えた設備機器
の拡充と訓練を行っているのと同様に、公的医療
機関は地域住民から求められる医療要求に全面的
に答えられる備えが必要です。そのためには、も
う先が見えなくなっている民間病院の経営手法を
取り入れることではなく、各自治体は、縮小一辺
倒の国の医療政策そのものの転換を求める立場か
らの取り組みが必要なのではないでしょうか。

（いわもと　てつや、医療生協やまがた顧問）

表－１３　職種構成比較
人　　　数 構成比

日本海 中央 日本海 中央
常勤 非常勤 計 常勤 非常勤 計 常勤 非常勤 計 常勤 非常勤 計

医師・
歯科医師 １０９ ４５ １５４ １１３ ７７ １９０ ８．９％ ３．７％ １２．６％ ８．８％ ６．０％ １４．８％

看護職 ６０４ ３４ ６３８ ６６２ １３ ６７５ ４９．４％ ２．８％ ５２．２％ ５１．４％ １．０％ ５２．４％
技術職 １６３ ５ １６８ １５５ ２２ １７７ １３．３％ ０．４％ １３．７％ １２．０％ １．７％ １３．７％
事務職 ６３ ７３ １３６ ４８ ３２ ８０ ５．２％ ６．０％ １１．１％ ３．７％ ２．５％ ６．２％

補助職等 １３ １１４ １２７ ２０ １４６ １６６ １．１％ ９．３％ １０．４％ １．６％ １１．３％ １２．９％
合計 ９５２ ２７１ １，２２３ ９９８ ２９０ １，２８８ ７７．８％ ２２．２％ １００．０％ ７７．５％ ２２．５％ １００．０％
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表－１４　他府県における独法病院と公営病院の収支構造比較
＜対象病院と基本収支構造＞

所在府県 秋田県 神奈川県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 滋賀県 三重県 京都府 大阪府

独
法
病
院

病院名 総合病院 がん
センター 中央病院 市民病院 多治見

病院
静岡病院 大津市

民病院
総合医療
センター 市立病院

堺市立
病院

許可病床 ４５６ ９８９ ６４７ ４００ ５７５ ７１２ ４４１ ４４３ ５８４ ４８７
給与比率 ５９．１％ ４９．４％ ４２．２％ ５５．９％ ５０．８％ ４１．６％ ６０．６％ ５７．７％ ５０．３％ ５０．６％

医業
利益率 ▲４．３％ ▲２．４％ ▲１．７％ ▲７．０％ ▲０．６％ ▲８．２％ ▲９．５％ ▲７．３％ ▲６．８％ ▲９．３％

運営負担
金比率 １０．０％ ６．８％ １５．２％ １０．９％ ６．５％ ６．２％ ５．３％ １７．８％ １２．２％ １２．０％

経常
利益率 ３．５％ ▲０．３％ ９．２％ １．８％ ２．１％ ▲２．９％ ▲１２．１％ ５．５％ １．６％ ▲０．６％

公
営
病
院

病院名 大館総
合病院

横浜市
民病院

甲府病院 飯田市
立病院

市民病院 清水病院 総合病院 市立四日
市病院

中部総合
医療セン

ター

市立豊
中病院

許可病床 ４４３ ４８２ ４０８ ４２３ ６０９ ４７５ ５３５ ５６８ ４６４ ６１３
給与比率 ５５．１％ ４６．７％ ６３．８％ ６０．３％ ５２．８％ ６７．５％ ５０．６％ ４４．４％ ５２．９％ ５４．２％

医業
利益率 ▲１５．５％ ▲４．２％ ▲１５．７％ ▲９．３％ ▲９．８％ ▲３７．６％ ▲１７．１％ ▲１．０％ ▲４．０％ ▲１０．４％

運営負担
金比率 １５．７％ ７．３％ １４．２％ ８．１％ １１．９％ ４３．０％ １３．８％ ６．１％ ３．２％ １１．１％

経常
利益率 ▲３．７％ １．３％ ▲７．３％ ▲３．４％ ▲２．０％ ０．１％ ▲３．６％ １．３％ ０．０％ ▲３．６％

比
較
増
減

給与比率 ４．１％ ２．７％ ▲２１．６％ ▲４．４％ ▲２．０％ ▲２５．９％ １０．０％ １３．３％ ▲２．６％ ▲３．６％
医業

利益率 １１．２％ １．８％ １４．０％ ２．３％ ９．２％ ２９．４％ ７．６％ ▲６．３％ ▲２．８％ １．１％

運営負担
金比率 ▲５．７％ ▲０．５％ ０．９％ ２．９％ ▲５．４％ ▲３６．８％ ▲８．５％ １１．７％ ８．９％ １．０％

経常
利益率 ７．２％ ▲１．５％ １６．５％ ５．２％ ４．１％ ▲３．０％ ▲８．５％ ４．２％ １．６％ ３．０％
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＜独法病院と公営病院の構造比較＞
金額（千円） 医業収益対構成費

独法平均 公営平均
独法 公営 増減

病床数 ５７３．４ ５０２
入院収益 １１，３４６，８４５ ８，９８６，７１０ ６３．８％ ６７．１％ ▲３．３％
外来収益 ５，５９２，２１２ ４，０３８，５３３ ３１．４％ ３０．２％ １．３％

その他医業収益 ８４４，６９７ ３６８，６３１ ４．７％ ２．８％ ２．０％
医業収益計 １７，７８３，７５４ １３，３９３，８７４ １００．０％ １００．０％ ０．０％
職員給与費 ８，８９０，３１５ ７，０９１，１１５ ５０．０％ ５２．９％ ▲３．０％

材料費 ５，０９９，３５２ ３，７１９，７５４ ２８．７％ ２７．８％ ０．９％
減価償却費 １，６１２，０２９ １，０７３，５０６ ９．１％ ８．０％ １．０％

経費 ３，０４８，４８２ ２，８３４，７４６ １７．１％ ２１．２％ ▲４．０％
（内委託料） １，５２３，２９１ １，３２９，３９０ ８．６％ ９．９％ ▲１．４％
研究研修費 ７７，７０５ ５９，４２４ ０．４％ ０．４％ ０．０％
資産減耗費 ２，６９０ ２６，８７７ ０．０％ ０．２％ ▲０．２％
医業費用計 １８，７３０，５７３ １４，８０５，４２１ １０５．３％ １１０．５％ ▲５．２％
医業利益 ▲９４６，８１９ ▲１，４１１，５４７ ▲５．３％ ▲１０．５％ ５．２％

運営費負担金収益 １，７３０，２７２ １，５９１，７０７ ９．７％ １１．９％ ▲２．２％
他医業外収益 １４６，６９２ ３２７，１０２ ０．８％ ２．４％ ▲１．６％
医業外収益計 １，８７６，９６４ １，９１８，８０９ １０．６％ １４．３％ ▲３．８％
営業外費用 ７９４，６８３ ７２２，９８８ ４．５％ ５．４％ ▲０．９％

（内支払い利息） １９０，９５０ １３７，２３４ １．１％ １．０％ ０．０％
経常利益 １３５，４６２ ▲２１５，７２６ ０．８％ ▲１．６％ ２．４％
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野村　拓

〈継ぎ足し生涯学習のすすめ― 4・完〉〈継ぎ足し生涯学習のすすめ― 4・完〉

生涯学習のしめくくり生涯学習のしめくくり

●「人生20年」から「100年」へ「人生20年」から「100年」へ
昭和 2（1９27）年12月生まれの私は敗戦のとき、

17歳 ８ カ月であった。そのころ「人生は2０年」と
いわれた。「2０歳で戦死」という意味だが、敗戦
のころには「徴兵年齢」は1９歳に引き下げられて
いた。そして、戦後を迎え「人生2０年」はぐんぐ
ん伸ばされ、いまや「人生1００年時代」などと言
われるようになった。

昭和初年生まれの世代にとっては、同一人生の
間に「人生」の相場が2０年から1００年に伸ばされ、
この間、「継ぎ足し人生」の連続であった。しかし、
このような「不見識な人生の見本」は「見識ある
人生」追求にとって「他山の石」の役割を果たし
てくれるのではないだろうか。

言い換えれば、「人生の長さ」にどのような意
味があるのか。「年とともに充実する生き方」は
可能なのか。医療・福祉職のように「他人の痛み」
を知ることが必要な人達にとって、「人生の年季」
は格別の意味を持ちうるのではないか。

では、「人生の年季」に格別の意味を持たせう
る「学習」はどうあるべきか、これが本稿の主要
テーマである。

本稿では、生涯学習の中心を医療・福祉の社会
科学と教養に据えた。もちろん「自然科学」は重
要であり、「社会科学」は歴史的には自然科学的
研究方法を社会に適用したものが多い。解剖学者
Ｗ．ペティの『アイルランドの政治的解剖』（1６９1）
は「社会科学・草分け」の仕事とみることができ
るし、外科医Ｆ．ケネーの『経済表』（17５８）は「血
液循環の原理」にヒントを得たものと云われる。

このようなことを考えると、人生の前半戦は自
然科学、後半戦は人文・社会科学というタイプの
人が意外に多いのではないか。いいかえれば、社

会科学は人生の年季を生かせる分野のようにも思
える。

また、同一世代のくせに「人生2０年」がずるず
ると「人生1００年」に伸びてしまったことは、ま
ことに不見識と言うべきだが「社会科学」という
研究対象としての「社会」のなかに「研究主体」
（自分）がふくまれる分野では「研究主体」（自分）
の客観化が必要であり、これは「自分史の社会科
学化」を意味する。そしてそのためには、まず「語
り」が求められ、「語り」を彩る BGM も必要で
はないか。

BGM は連鎖・連携のキーとして記憶を豊かに
してくれる。ある意味で人生はうたう長編叙事詩
である。そして、医療・福祉という人間相手の仕
事は、しばしば「語り」であり「うたい」であり、
ときには「どのような魂が傷つかぬであろう」（ラ
ンボー）とうたう「癒し」でもある。
豊かな記憶と、生きた言葉でうたおう「人生の
アリア」を。

というわけで、『医療福祉職の生涯学習―歌お
う「人生のアリア」を』を構想したときに新型コ
ロナの来襲で、外出自粛、「おこもり学習」とい
うことになった。いい機会である、「本」にして
しまえ、そのためには、まず「フラッシュ・シラ
バス」である。

●『医療福祉職の生涯学習』の『医療福祉職の生涯学習』の
フラッシュ・シラバスフラッシュ・シラバス

自家製「情報ドーム」（後述）のなかを稲妻が
走るとできあがるのが「フラッシュ・シラバス」
である。以下は「新著」のシラバス。
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『�医療福祉職の生涯学習�
―うたおう「人生のアリア」を』

はじめに
１ ．生涯学習とは
（ １ ）「人生１００年」時代の生涯学習―まず「志」
（ ２ ）自分史・１００年
（ ３ ）『講座　医療政策史』（１９６８）の復刻（２００９）
（ ４ ）�少年よ　ホラを吹け―『第三の科学史』

（１９６７）の場合
（ ５ ）ホラ吹き「大構想」の結末
（ ６ ）�「国民医療読本」構想が『みんなの医療

総論』（１９９３）に
２ ．まず頭の回転を―１００曲、１００話、１００年
（ １ ）�「好きな歌」「覚えている歌」１００曲を思

い出す
（ ２ ）コメントを入れてみる
（ ３ ）いくつか「短文」を作ってみる
（ ４ ）全方位・縦横無尽的展開
（ ５ ）「情報連鎖のキー」としての歌
（ ６ ）「医療・福祉の世界史」で１００話を考える
（ ７ ）看護史でも１００話
（ ８ ）この１００年―医療・福祉の視点で
（ ９ ）�この１００年を考える―例えば「国勢調査」

（１９２０）１００年
３ ．回転軸への取り込み―自分史座標づくり
（ｌ）生涯学習の模式図―回転軸と ３ つの出城
（ ２ ）�まず「自分史座標」づくり―１００年・１００

話
（ ３ ）子が親から聞き取る６０話
（ ４ ）歴史、年齢、自分―Lexis-Nomura 図法
（ ５ ）ペティ・ダイアグラム
（ ６ ）世界史を自分史に取り込む
（ ７ ）取り込み「演習」項目
（ ８ ）「生涯学習模式図」の補強
４ ．高速　世界史認識法
（ １ ）四大生用・オリエンテーション
（ ２ ）「高速」の手法で「健保１００年」を考える
（ ３ ）�視点を変えて世界史を駆け巡る（その １ ）

―アレルギーの公衆衛生史的考察
（ ４ ）�視点を変えて世界史を駆け巡る（その ２ ）

―医薬分業・その難しさの歴史
（ ５ ）反省しない為政者

５ ．もの書きテクノロジー
（ １ ）朝、起きたら朝食までになにか書こう
（ ２ ）２００字でオチをつけるトレーニング
（ ３ ）３００―４００字となれば
（ ４ ）８００字となれば
（ ５ ）「 ２ 人の徳衛さん」
（ ６ ）「もの書きテクノロジー」合宿
（ ７ ）ライフステージ別「本」の執筆
（ ８ ）�「本」と「ノート」の中間―「リーダー

ズ・ファイル」
６ ．働きかけ、バトンタッチ
（ １ ）「はたらきかけ」の今日的意味
（ ２ ）「生涯学習模式図」の再確認
（ ３ ）�次世代育成の「はたらきかけ」―医療政

策学校
（ ４ ）バトンタッチの成否
（ ５ ）バトンタッチの中身―「本」「資料」「志」
（ ６ ）バトンタッチ後の楽しみ
（ ７ ）「イントロ屋」「そもそも屋」
（ ８ ）時代考証屋
（ ９ ）もういいだろう『白い巨塔』異聞
７ ．限界世代的「語りべ」
（ １ ）なぜ、いま「語り」か
（ ２ ）�語りべ（その １ ）「戦争への坂道を転げ

落ちた１０年間」
（ ３ ）�語りべ（その ２ ）「どん底とドサクサの

１０年間」
８ ．うたおう「人生のアリア」を
（ １ ）�豊かな記憶と生きた言葉で「人生のアリ

ア」をうたおう
（ ２ ）別離
（ ３ ）回想
（ ４ ）郷愁
（ ５ ）挽歌
（ ６ ）悔恨、そして終末
（ ７ ）苦しかりし日々
（ ８ ）人生の基礎教育の大切さ
（ ９ ）うたおう「人生のアリア」を
あとがき

「フラッシュ」が有効性を発揮するためには、
自家用の「情報空間」を持たなければならない。
それは「プラネタリウム」やレーダー基地のコン
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ソールのような大袈裟なものでなくていい。「自
分史座標軸」というこうもり傘の柄を持って広げ
た場合に傘の骨と骨の間が 1 分野というようなイ
メージを持ってもいいだろうし、あるいは浅草・
雷門の提灯の内側に情報を貼りつけたようなもの
を考えてもいいだろう。提灯の内側で３６０度の方
位にしたがって分類、という手もあるだろう。大
事なことは瞬間的、同時的な「視野の広さ」であ
り、これは「ディスプレイ型・劣化人間」に欠け
ている点ではないか。

●「情報ドーム」とシェーマ化「情報ドーム」とシェーマ化
「情報ドーム」作成に「シェーマ化」は不可欠

である。例えば、この連載シリーズ・第 2 回目に
掲げた「生涯学習見取り図（模式図）」を簡略化し、
それぞれのパートに『医療福祉職の生涯学習』の
章の番号を入れたものが〈図 １〉である。

そして、「生涯学習の模式図」と『医療福祉職
の生涯学習』の叙述順序とを統一したものが〈図
２〉である。

●自前の「情報ドーム」とフラッシュ能力自前の「情報ドーム」とフラッシュ能力
このシェーマの中核的部分は「 ３ ．自分史座標

づくり」であり、具体的内容は自前の「情報ドー
ム」づくりと「フラッシュ能力」の養成である。
人生1００年のうち、すくなくとも後半の３０年は勤
め先や所属機関の情報装置を利用することができ
なくなるだろうから、自前の「情報ドーム」を持
ちフラッシュさせながら仕事をすることになるだ
ろう。

多くの場合、人生後半戦のはじめあたりで「情
報ドーム」か「情報ゴミ屋敷」かの岐路に立たさ
れる。考えに「系統性」のない人は、ここから「情
報ゴミ屋敷での孤独死」の方に一歩ふみだすこと

3 . 自分史
座標づくり

4 . 高速　世界史認識法

6 . はたらきかけ

5 . もの書きテクノロジー

〈図 １〉「学習見取り図」に「章」の番号を入れたもの
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〈図 ２〉「構成図」と「叙述順序」との統一

3 . 自分史
座標づくり

4 . 高速世界
史認識法

6 . はたらきかけ
バトンタッチ

7 . 限界世代的
「語りべ」

8 . うたおう
「人生のアリア」を

2 . まず頭の回転を

5 . もの書き
テクノロジー

1 . 生涯学習とは
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になる。
「系統樹」のような「自分史座標」と「情報分

類ドーム」とを一体化することによって「情報ド
ーム」ができあがるわけで「自分史座標軸」を柄
とするコウモリ傘かビーチパラソルを広げたもの
が骨で仕切られた「情報分類ドーム」と考えれば
いいだろう。

分類方法については、人それぞれで「３６０度の
方位分類」もあれば「1０進分類」もあるだろう。

大抵の場合、仕事机の周辺は手の届く範囲での
「３６０度の方位分類」になってしまうので説明を
省略し、私の考える「1０進分類」について簡単に
説明すれば次のようになる。

「洋書1０進分類」については、本誌連載の「医
療政策・研究史・1８　世代的重なりのなかでの学
習」（『いのちとくらし研究所報』No．６０.2０17.９．）
でのべたが、概略つぎのようなものである。

1 ．医療史・医療論
2 ．比較医療論
３ ．医療と資本、政治
４ ．医療マンパワー
５ ．看護
６ ．高齢化・長期ケア
7 ．分野別・医療学
８ ．貧困・途上国
９ ．グローバル医療論・総括編
という大分類の下に「 1 ．医療史・医療論」に

ついての小分類を
（ 1 ）医療史と2０世紀医療史のフレーム
（ 2 ）社会政策ラウンド
（ ３ ）第 1 次大戦前後
（ ４ ）ナチズム・戦間期の医学
（ ５ ）アメリカの医療史
（ ６ ）国別・分野別の医療史
（ 7 ）古典としての CCMC（医療費委員会）
（ ８ ）それぞれの時代のテーマ
（ ９ ）その他
と設定し、その下に次のように洋書を「仮訳の

和名」で並べる、という方式であった。
（ 1 ）医療史と2０世紀医療史のフレーム
・�『政治体―イギリスにおける病気、死、そし

て医師、1６５０―1９００』（2００1）
・『歴史を通じて日常を学ぶ』（2００６）

・『女王様の奴隷貿易商人』（2００５）
・『歴史図説・イスラム世界』（2０００）

などなどである。
医療を卜ータルにとらえることのできる人の層

を厚くすることが、次世代への基本的メッセージ
だが、方法的には「本」を中心にして世界を学ん
で欲しい。洋書の目次だけ訳して紹介する作業を
続けていれば、いつとはなく「本づくり構想力」
のようなものが湧いてくる。

目次の次に〈図表インデックス〉が載っている
本は統計表の年次などからその本のもつ「深度」
を知り、使えそうなものは記憶に止めておく。巻
末の索引で「登場人物」を見れば、なんとなくそ
の本の意図するところが分かるし、洋書を数冊重
ねて索引の Japan のところだけ拾い読みして、
国際社会での「日本の見られ方」をいろいろ想像
してみるのも面白いだろう。いろんな使い方ので
きるのが「本」であり、索引もなく「表題」以上
のことは書いてないのは「本」ではなく「ディス
ポン」である。

また、1９８０年代から盛んに出された医療の国際
比較に関する研究はなにを生んだか、を考えた場
合、資本主義発達史も比較経済史も知らぬ「医療
の専門家」の仕事にはおのずから限界がある。こ
の限界の突破は日本の研究者でなければ無理なの
ではないか、という自負心をもって「洋書」に取
り組むことも「バトンタッチ・メッセージ」に加
えておきたい。

文章という文字の直線的配列で、立体的、歴史
的なことを書く場合、このようなシェーマが「脳
裏」という「情報空間」に描かれていなければな
らないが、これはいささかのワザをともなうノー
ハウなので、今回の『医療福祉職の生涯学習』を
Basic�Text とする Further�Letter�Learning の形
で希望者にお伝えすることにして、ここでは「 ６ ．
はたらきかけ、バトンタッチ」の補論の形で「バ
トンタッチ・テクノロジー」を述べるに止める。

●語りかけ・はたらきかけ語りかけ・はたらきかけ
階段教室に「しらけ鳥」が点々と座る医学部の

講義から、公会堂のような大講堂でのマイク片手
の講義までいろいろ経験した。「准看から正看へ
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のコース」では1８歳から４０数歳までの超複式学級
での講義もした。最前列は車椅子の視力障害者が
占める会場での講演や、手話通訳者のつく講義も
経験した。学年が上に行くほど怪しくなる「 ４ 年
制老人大学」での講義も引き受けた。

市の教育委員をやったので、幼稚園から小・中・
高校生相手に話をしたし、「教頭会」「校長会」で
の講演もやった。それぞれに工夫をこらし、それ
ぞれに手ごたえ、反応を得たが、一番、反応が少
なく、泥人形相手のような気分になったのは、全
国民生委員大会であった。なぜだろうか、といま
でもときどき考えることがある。「反応しない技」
を身につけないと民生委員はつとまらないからだ
ろうか。あるいは海千、山千相手のはたらきかけ
が未熟だったからだろうか。

ある時期、「語りかける文体」いうものを工夫
してみたことがある。「看護婦のための医療経済
入門」で雑誌「ナース・ステーション」に 7 回連
載し、後に補筆して『医療問題入門』（1９7９, 医療
図書出版）という形にまとめた。

高齢者の多い講演会、例えば国立病院統廃合・
移譲問題に関する講演会では「レジュメ」も語り
かけスタイルのものを工夫してみたし、1９８7年 ９
月の第 1 回全国高齢者大会（京都）の分科会では
手づくり紙芝居『昭和医療史』を披露した。

この紙芝居『昭和医療史』は後に 2 巻物の「オ
ートスライド」となった。

・�医療の昭和史 第 1 部 貧困と医療（1９2６年―
1９３7年）

・�医療の昭和史 第 2 部 戦争と医療（1９３7年―
1９４５年）

の 2 部である。
もちろん、語りかけ、はたらきかけには「脚本」

が要る。そして「脚本」書きという「もの書き能
力」が求められる。

学校での講義も、単なる知識の切り売りではな
く、「生き方についての問題提起」や「はたらき
かけ」「語りかけ」が必要である。やりっぱなし
の講義だけなら学校ではなく講習会である。

阪大の「医学概論」講義は専門過程の 1 年（ ３
年）と ４ 年（ ６ 年）に時間配分されていたので、
1 年の時に「患者体験」を書かせて保存しておき、
卒業前の ４ 年の時に配って感想を書かせるという

試みもやってみた。
医学部でも看護学校でも、低学年のときにはほ

ぼ「患者」と同じ立場でレポートを書く。看護学
校の 1 年生は「私が入院したときの看護婦はこわ
かった。夜中に傷口がいたんだのでナースコール
を押したら『我慢しなさい』という声が返ってき
た。あの看護婦は私にとって病気以外の最大の敵
であった」などと書いたりする。そして 2 年ぐら
いになり、看護現場の様子が分かってくると「夜
中にナースコールを押すのは勇気のいる行為であ
る」などと変わってくる。そしてやがて卒業して、
今度はナースコールを押される立場となる。「我
慢しなさい」と言うかどうかである。

医学部でも 1 年のときに「ヤブ医者にひどい目
にあった」などと書いた学生も ４ 年になると「俺
をひどい目に遭わせたあのヤブ医者も、ある特定
の専門分野では有能なのだろう」と変わってくる。
患者からブロフェッションヘの「乗り移り現象」
をどう考えるか、という問いかけ、これは医系教
育では必須のはたらきかけである。

衛生学・公衆衛生学実習で ５ 人ほどの学生を引
き受けたときには布施保健所にたのんで結核審査
会の模様を見学させてもらったが、「あれが一番
役に立ちました」と感謝された。感謝はされなか
ったが４０人の保健婦学生のクラスを ８ 人ずつ ５ グ
ループに分け、 1 グループに 1 人ずつ医学生を入
れて ３ 時間ほど討論集会をやらせたこともある。
多勢に無勢、かなりいじめられたようである。

福祉系の学生との交流も考えて竜谷大に連れて
行ったこともある。そのときの竜谷大の女子学生
の挨拶は「竜谷大の名誉のために申し上げておき
ますが、本日はキレイドコロがお休みで」という
見事なものであった。

学校での講義・実習は「はたらきかけ」であり、
非常勤の講義でも影響力を行使するべきである。

●もの書きテクノロジー合宿もの書きテクノロジー合宿
「もの書きテクノロジー合宿」は 2 回ほど開い

たが、これは「論文の書き方」ではなく、染み込
んだ論文型悪文からの脱却が目的であった。再三
指摘したように、教室の大姑、小姑から仕込まれ
た論文型悪文は人生の後半戦には通用しないから
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である。
「遠心分離器」ならぬ「求心取り込み器」とし

ての「自分史座標」から全方位・縦横無尽的に展
開させる書き方を身につけないと、長い「後半戦」
は戦えないからである。「論文型悪文」には「医
学部型」と「文学部型」とがあり、それぞれに克
服法が求められるが、これらには Face-to-Face�
lecture が必要であり、このあたりに「合宿」の
意味がある。

ここで、一々「悪文例」をあげてもはじまらな
いので、まず心掛けとして「本」を大切に思うこ
とをあげておきたい。その前にベストセラーねら
いの「読み捨て本」（ディスポン）と「本」とを
峻別しておく必要がある。

昭和初期、大衆本として「円本」（エンボン）
が出されたが、当時の労働者の日当は男子で 1 円
あるかなしかであった。生活費をつつましく抑え
込まなければ「本」は買えなかった。いまはたら
ふく飲み食いした上で「本でも買って、電車で読
もうか」といった感じで読み終えると網棚にポイ、
という「ディスポン」が多い。

幼時からの読書歴を振り返りながら「本」につ
いて考えてみる必要がある。

小学校のころ読んだ『科学図鑑』シリーズ（ア
ルス社）の 1 冊『科学文明史』にはＣ．ダーウィ
ンの書斎の写真と庭を散歩するダーウィンの水彩
画が掲載されていた。こんな書斎があればいいな、
などと思った。この本にはファーブルの『昆虫記』
も紹介されていたと思う。

中学生のとき、岩波新書の『メチニコフの生涯』
を読んだ。メチニコフ夫人、オリガ・メチニコワ
著で序文的部分での追憶的記述が印象に残ってい
る。このあたりから、物資不足で本の製本もお粗
末になり、お粗末な製本を「新体制版」などと呼
んだと思う。

「新体制版」の本としては横光利一の『旅愁』
を読んだ。

そのころ出された内務省医官、高野六郎の随筆
集『医者の黒焼き』には、ナポリの便所の汚さを
書いた「穢談（わいだん）ナポリ」が収められて
おり、興味深く読んだが、その「初出」は、後述
の雑誌「公衆衛生」に掲載されたものであること
が、後に分かった。

「本」にまつわる話をいろいろ思い出すだけで
「自分史座標」はかなり強化され、雑多な情報を
位置付ける「系統樹」の役割をはたしてくれるよ
うになるのではないか。

要するに、「もの書きテクノロジー」は小手先
の技ではなく、「本」にたいする愛着の精神であり、
同時にベストセラーねらいの「読み捨て本」（デ
ィスポン）と「本」との峻別能力でもある。

●「知的継承の単位」としての「本」「知的継承の単位」としての「本」
ある構想を持って「本」を書こうとした場合、

参考になるのは「本」であって、雑誌論文ではな
い。また「本」そのものであって「コピー」でも
「電子版」でもない。「コピー」や「電子版」で
は「パラパラ読み」が効かない。

パラパラと目を通して「ビスマルクの嫁さん」
の写真に出会う。「こわい顔をしているな」と思
いながらストーリーを考える。これが「本」であ
る。疫学事始のジョン・スノーの名を冠したパブ
の写真に出会う。2０2０年の新型コロナウイルスに
よるパンデミックでこのパブも集会禁止の対象に
なったのだろうかと想像する。紫色の色鉛筆での
マーカーは梶原三郎先生によるもののようだが、
先生の関心のあり方は…などに思いがいくのが
「本」である。

阪大の医学概論講義で新刊洋書の紹介をやる
と、学生から「その本は大学の図書館にあります
か」と聞かれる。「多分、ないだろう。ここ（医
学部）は雑誌論文中心だから」と答えると学生は
腑に落ちない顔をするが『本』というものを評価
しないのは日本の医学部の悪いところである。
「本」より「雑誌」の方が情報が新しいからだろ
うが、物事を全体のなかでとらえる能力の退化に
は気づかぬようである。1００年史や1５０年史がイン
トロでつまずくのは、そもそも「本」というもの
を知らないからだろう。

私が現役のころ、『日本執筆者事典』という本
が出されていたが、当時の阪大医学部でこの「事
典」に名前が載っていたのは京大出身の中川米造
と私の 2 人だけであった。執筆者の居ない学部が
大著をめざしたお粗末、というべきか。

「本」と言えば、犬養（木堂）家の家庭教師を
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やっていた石井桃子が、暖炉の前で木堂の孫たち
に「クマのプーさん」を翻訳しながら読んでやり、
目を輝かせながら聞く孫たち、という犬養道子の
エッセーで読んだうらやましい風景が浮かんでく
る。あのころの洋書は袋綴じのまま製本され、ペ
ーパーナイフをいれながら、未知の世界に踏み入
れていったのかもしれない。丸善古書展で、お義
理で買ったマルサスの古書（1８０６年）はやはり袋
綴じであった。そして、そのとき、先輩から譲り
うけた由緒あるペーパーナイフの紛失に気づい
た。私はバトンタッチ失格者なのかもしれない。

●バトンタッチ資料・「控え」バトンタッチ資料・「控え」
梶原三郎先生（阪大名誉教授・衛生学）が「本

や歴史資料は、それを生かして使う者がキープす
るべきもの」と言われたことがある。生かして使
えない人間が死蔵するべきものではない。後進の
成長に資する形で生かされなければならない。し
たがって、今回のテーマである後進への「バトン
タッチ」では、重要資料類というバトンがふくま
れ、私の場合、すでに ９ 割以上終わっているので、
その「控え」を以下に列挙することにする。

・人口問題・関係
雑誌「人口問題」（1９３６―1９４３）
雑誌「人口問題研究」（1９３３―1９３7）
雑誌「人口問題研究」（1９４３―1９４６）
『昭和1８年人口動態統計』（1９４５. 内閣統計局）

・衛生学関係
（大日本私立衛生会機関誌）「公衆衛生」（労働

衛生草分け時代の研究者助川浩先生の寄贈）
（1９27―1９３４）

雑誌「民族衛生」（1９３1―1９４４）
・昭和戦前期の代表的社会調査

大阪・水上生活者調査Ｕ（1９３５）
東京・滝野川区健康調査（1９３８）

・社会統計学
雑誌「統計集誌」（1９３９―1９４４）

・戦時下の労慟事情（協調会によるもの）（1９４０）
・医療関係

雑誌「日本医学及健康保険」（1９４０―1９４４）
雑誌「医事公論」（1９４2―1９４３）

雑誌「日本医療団情報」（1９４2―1９４３）
雑誌「日本医療団報」（1９４３―1９４４）
厚生省の図書目録（1９５３）
アメリカ医療費委員会（CCMC）報告書
� （1９2８―1９３３）
雑誌「科学ペン」（1９３7―1９３８）

これらのうち、「日本医学及健康保険」は「メ
リハリ健保百年」連載終了後にバトンタッチの予
定。

資料類の完全なバトンタッチはむずかしいが、
「完全」をめざして ８ 分か ９ 分どおり行われれば
よしとするべきだろう。身辺はかなりすっきりし
て、仕事がしやすくなるからである。資料だけで
はなく、「志」のバトンタッチも多少残して「軽
い仕事」を楽しむ９０代を過ごしたいものである。

なお、貴重な資料類のバトンタッチは相手に歓
迎されるが、頭の痛いのは論文・論著の掲載雑誌
である。なるべく「リーダーズ・ファイル」に編
纂して、希望者に配布しようと考えている。

また、連載ものを「本」にした場合、原典は捨
ててしまっていいものだろうか。これは原典には
載っているイラスト、挿絵の作者に申し訳ない気
がするが。

私が小学校低学年のころ、吉川英治の「宮本武
蔵」の新聞連載が始まったが挿絵画家は最初、矢
野橋村、後に石井柏亭という一流どころで、作者
と横並びという印象をうけたが、「本」になると、
絵がなくなってしまうが、これでいいのだろうか。
これはかねがね抱いている疑問である。さきほど、
コピーや電子版ではなく「本」と書いたが、場合
によっては「本」よりも「原典」であり、それゆ
えに捨てられず、「情報ゴミ屋敷」へ一歩近づく
のではないかと悩んでいる。

和書は、もともとあまり持っていなかったし、
ほしい人にあげたので辞典、年鑑類を除いてほと
んどない。自著の「家族へのアルバム」として残
し、複数あるものは「合宿」のとき「阿弥陀くじ」
でもやって分けようかと思っている。

洋書は「洋書古本市」（「くらしと福祉・北九州」
に連載中、今年 7 月で５０回）に使うので、もうし
ばらくキープ。「新聞スクラップ」５６年分（1９６６―）
は、「大阪保険医雑誌」に連載中の「平成医療史」
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次の連載予定の「メリハリ健保百年」に使うので
これもキープ。これではあまり身軽にならないか
もしれないが、「利用予定のない資料」（生きてい
る間に使えそうもない資料）は概ねバトンタッチ
したつもりである。

次は「志」のバトンタッチである。

●「志」のバトンタッチ―「社会科学的医療論」「志」のバトンタッチ―「社会科学的医療論」
バトンタッチは「資料類」だけではなく「志」

を伴わなければならない。「医療政策」や「医療
経済」という言葉が市民権を持っていなかった時
代に、この分野の仕事に取り組んだ関係で、次世
代に後事を託する気持ちが強かったのかもしれな
い。

1９7４年に始めた「医療経済セミナー」、1９7９年
に始めた「通信講座・保健医療経済学　教程」と
「スクーリング」、1９８５年からの「野村研だより」、
1９８９年から発行の「マクロ」など、いずれも「志」
のバトンタッチを目指したものである。そして、
「バトンタッチ」を意識した出版企画が「国民医
療研究所」プロジェクトとしての『21世紀の医療・
介護労働』（2０００. 本の泉社・執筆者2４人）と『21
世紀の医療政策作り』（2００３. 本の泉社・執筆者1６
人）である。

「分担執筆」―「共著」―「単著」という順の
踏み方があるかもしれないが、究極は「書き下ろ
し単著」であり、「書き下ろし単著」は元気のあ
るうちがいい。私自身は、形の上では雑誌「健康
会議」への「講座　医療政策史」の連載（1９６５.５．
―）からはじめているが、これは「書き下ろし・
医療政策史」ができあがっていたが、「単行本」
としての発行が無名ゆえに難しかったからであ
る。そして、この時期に立命大の「科学史」講義
のテキストとして書いた『第三の科学史』（1９６7）
は小なりとはいえ、「書き下ろし・単著」であった。
だから、次世代にたいしては、可能性が有る限り
「本にしなさい」とすすめ、伝えることのできる

「ノーハウ」は伝えるようにこころがけている。
もちろん、日常的にもとめられる「短文書き」

を軽視してはならない。短文が「自分史座標」と
いう「系統樹」に取り込まれて「著書」の骨格を
形成することもありうるからである。そして、「系
統樹」の形成を心掛けながら、「全方位・縦横無
尽の展開力を持ちなさい」というのが、私のファ
イナル・メッセージである。

いずれにしても、世界史を舞台にした迅速な頭
の回転は必要なことだが、頭の回転を速めるため
には、回転の速い人と付き合うことが有効ではな
いだろうか。また、タテとヨコヘの重苦しい回転
を学者・研究者型とすれば、ななめに軽快に回転
させるのがジャーナリスト、評論家型であり、「斜
めに逆回転」が水商売型、と言えるのではないか。
ものを書くには、いろんな回転を心得ておくべき
で、「全方位・縦横無尽学」型とはこのことである。

なお、私の場合、「バトンタッチ並走区間」の
最後に「新型コロナウィルス」のおかげで「外出
自粛」時代を経験したが、これは「おこもり生涯
学習」のいい機会であり、この機会に「社会科学
的医療論」の骨格を考えてみたい。

「社会科学的医療論」とは医師（医療者）が心
得るべき「ミニマムの社会科学」であり、当時に
社会科学者が心得るべき「ミニマムの医療論」で
ある。また、社会科学は研究対象としての「社会」
の中に「研究主体」（自分）が含まれているのだ
から、「自分史の社会科学化」によって「学問と
しての客観性」を獲得できると考えるべきである。

では、そのような「志」を持った人の「情報ド
ーム」はどうなっているのか。

荒海や　佐渡によこたう　天の川

医学と社会科学の境界領域が「天の川」であり、
「佐渡」は「自分」である。（2０2０.7.21．）

（のむら　たく、医療政策学校主宰）



129　いのちとくらし研究所報第71・72号合併号／2020年　月10

報告書等の発行一覧
詳細はウェブサイトの出版情報をご覧ください

視察報告書、翻訳
タイトル 著者名 発行日 備考

『「スウェーデン・福祉の国づくりを
探るツアー」報告書』

全日本民医連・総研いの
ちとくらし編 2006年 3 月 1 日 全日本民医連・総研

いのちとくらし共催
『「スペイン・ポルトガルの非営利・
協同取材」報告書』

角頼保雄・坂根利幸・石
塚秀雄他 2006年 3 月 1 日 いのちとくらし別冊

No. 2
『フランス　非営利・協同の医療機関・
制度視察報告書』

非営利・協同総合研究所
いのちとくらし編 2008年 3 月31日 全日本民医連・総研

いのちとくらし共催
『キューバ・メキシコ視察報告書―キ
ューバ憲法・ポリクリニコ一般規則全
訳付―』

非営利・協同総合研究所
いのちとくらし編 2010年 2 月20日 全日本民医連・総研

いのちとくらし共催

『ドイツの非営利・協同の医療と脱原
発の地域電力事業視察報告書』　

非営利・協同総合研究所
いのちとくらし編 2013年 3 月31日 （在庫無、ウェブサ

イトで PDF 公開）
『イタリアの非営利・協同の医療福祉
と社会サービスの視察報告書』

非営利・協同総合研究所
いのちとくらし編 2014年 6 月14日 （在庫無、ウェブサ

イトで PDF 公開）

『イギリスの医療・介護と社会的企業
視察報告書』

非営利・協同総合研究所
いのちとくらし編 ２０１６年 ６ 月１５日

総研いのちとくらし
・全日本民医連・保
健医療研究所共催

『スペイン社会的経済概括報告書
（2000年）』（翻訳）

J. バレア、J.L. モンソン
著　佐藤誠・石塚秀雄訳 ２００５年 ４ 月１５日 いのちとくらし別冊

No. 1
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BOOK

「アメリカの医療政策と病院業」
―企業性と公益性の狭間で―

八田　英之

この書は、著者の２３年以上にわたるアメリカの
医療についての研究をまとめたものである。研究
書であるからと心して読み始めたのだが、面白く
わかりやすかった。

まず、病院業という言葉に軽い違和感をもつ（日
本では医療業とは言うが病院業とはあまり言わな
い）。その疑問に対してすぐに序章で説明される
（オープンシステム、病院が医療産業全体の結節
点であることなど）。そして、企業性（営利性と
は区別された「医療のサービス商品化を前提とす
る近代的経営として存続するための活動」）と公
共性（＝公益性）を病院業は内にはらむ（営利病
院も非営利病院も）という視点から、非営利病院
の形成過程も含めて（これは評者には新しく知る
ことであった）、アメリカの医療の通史的な解明
がなされていく。このリアルな視点が本書全体の
成功的な叙述を支えている。

１ 章と ２ 章は、歴史の前提としてアメリカの医
療制度・病院業の全体像が述べられる。医療保障
は、公的にはメディケア、メディケイドしかなく、
それでカバーされるのは人口の３５％ほどで６７．２％
は企業の福利厚生を主軸とする民間保険であるこ
と、それは１９４５年トルーマン大統領の公的医療保
険法が医師会などの反対で潰され、労働組合は個
別企業との交渉によって企業が保険料の ８ 割を負
担する民間保険による医療の獲得を目指し、それ
によって１９５０年代に民間保険中心の仕組みが出来
上がったこと、結果無保険者がオバマ改革で減っ
たとはいえ、２８百万人（人口の８．８％）いること、
病院では非営利病院が ６ 割近く営利病院と公立病
院がそれぞれ ２ 割（営利病院の方が多く、増加傾
向）、営利病院の方が費用効率は悪いことなどで

ある。
第 ３ 章「連邦医療計画の始まりと非営利病院シ

ステムの形成」で、病院整備・地域格差是正をめ
ざした１９４６年病院調査建設法（ヒル・バートン法）
以降、病院団体は保守派と結びついて「政府介入
なき補助金」を獲得し、１９６５年まで非営利病院の
整備が進められ、１９５４年から税法上の優遇措置も
受けられるようになった。その条件として、非営
利病院は診療圏内全住民を差別なく診療すること
が義務付けられた。貧困者に対しては慈善的に医
療を提供することが求められたのである。かくて
アメリカの非営利病院主導の病院医療体系がかた
ちづくられたこと、などが明らかにされる。この
あたりの立法過程にまで立ち入った論述はアメリ
カ民主主義の内実も示して興味深い。

第 ４ 章では、１９６５年社会保障改正法が成立し、
メディケアとメディケイド（１９６０年に原型発足）
が作られてからの病院業の急成長と巨大営利病院
チェーンの台頭が述べられる。国民医療支出は
１９６０年から１９８０年にかけて９．４倍になった。一方、
非営利病院は債券に依存した設備投資を続けた。

それが、第 ５ 章「医療費抑制政策と病院業の再

髙山　一夫　著
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編」の時代（１９８０年代後半～１９９０年代前半）にな
ると、医療費の高騰がアメリカ産業の競争力を奪
っていると指摘されるようになり、１９８６年メディ
ケアの支払制度が定額制（DRG）となり、一気
に医療費抑制の時代になる。営利病院の大手は地
域的に病院だけでなく専門外来など経営を多角化
し、再編されていく。非営利病院は債務負担に苦
しみ、営利・非営利を問わず共同購入組織や業務
代行業など新たな関連事業を生み出し、病院の企
業性が強まり、患者ダンピングなどの公益性を損
なう事態を生み出し、世論の反発を招く事態とな
っていく。

そして、第 ６ 章「マネジドケアの台頭と非営利
病院の変貌」で、個人加入医療保険では大病を患
ったひとが保険加入を拒否されたり、既往症が保
険適用されないなどの事態が進行し、結果無保険
者が増大した。それにたいするクリントンによる
改革の試みは、保険業界などの抵抗を受け、挫折
する。一方、保険のタイプは、１９８６年 HMO１３％、
PPO １ ％、従来型８６％であったものが１９９３年には
HMO２３％、PPO２６％、従来型５１％とマネジドケ
アタイプ（保険給付の承認制度）が急増し、医療
費の伸びは、１９９０年の１０％から１９９９年の５．６％へ
と鈍化する。このマネジドケアの実態については、
マサチューセッツ州の実態に沿って説明される。
この州は豊かな州であるが、非営利病院がグルー
プ化して IT を利用し、費用面から医療標準化を
推進しているなど、興味深い。

さらに、第 ７ 章は、「無保険者問題の深刻化と
病院業の公共性」と題する。１９８７年３１０３万人だっ
た無保険者が１９９９年には４４２８万人に増大した。そ
れに対して病院は、救急の場合など慈善的に対応
せざるを得ないのであるが、そこで病院の公共性
が問われることになる。特に非営利病院は、その
免税の根拠としてのコミュニティベネフィット基
準について議論の的になり、「信頼性の危機」に
直面する。

第 ８ 章「オバマ政権の医療制度改革と病院業」
で、１９６５年の社会保障法改正に匹敵する大きな改
革と評価される ACA 法（患者保護及び医療費負
担適正化法）について述べられる。罰則付きで保
険加入を進めたこの改革の結果、無保険者は １ 年
間で８８３万人減少した。しかし、皆保険には至らず、

サンダースの単一公的保険の主張を生む。オバマ
改革では、他にアカウンタブル・ケアという医療
の質の担保と医療費節減を目指す仕組みやセーフ
テイネットプロバイダー（SNP、また「患者中心
のメディカルホーム」（PCMH）など）との関わ
りも注目されるが、筆者は ACA 法が、無保険者
に対して医療を提供してきた SNP に対して、追
加的な報酬支払いを段階的に減らすことでその存
立を脅かすと重要な指摘をしている。

次に大統領になったトランプは、オバマ改革を
否定する。第 ９ 章でそれが述べられる。トランプ
は初めのオバマ改革の廃止法案が葬られた後も、
大統領令で中低所得者の保険加入への補助金を廃
止し、無保険者への罰金制度を廃止する法律を強
行した。結果、無保険者は２０１９年に４００万人増加
するとみられる。こうした中で、病院業は、公立
と非営利の病院が減少し、営利病院が巨大チェー
ン化して拡大している。営利病院はコンプライア
ンス違反を繰り返している。トランプ改革は医療
保障を後退させ、公共性を危うくすると指摘する。

終章は、大変わかりやすい全体の要約と展望で
ある。たしかに、アメリカの病院業の歩みは、「企
業化」と「公共性」の間を揺れ動くジグザグなも
のであった。そして、評者にはその主な方向は、
企業性の強まりであるように印象付けられた。

評者は、１９８８年中央社保協のアメリカ医療視察
団の団長としてカリフォルニアとアラバマに行っ
た。報告は『重症・アメリカ医療最前線』にまと
められている。マネジドケアという言葉が使われ
始めた頃であった。その後、広瀬輝夫氏、李啓充
氏などによるアメリカの医療の現状紹介があっ
た。しかし、そうした現状がなぜあるのか、アメ
リカの医療制度は、どのようにしてメチャクチャ
な（ノンシステム、訪米時アリゾナ大学の研究者
が語った言葉）仕組みになったのかについて、本
格的に教えてくれるものには出会わなかった。今
後、アメリカの医療について何事かを語ろうとす
る者は、本書に目を通すことなしに、語ることはで
きないであろう。それにしても、アメリカという
国は…。

（はった　ふさゆき、研究所副理事長、千葉勤労
者福祉会理事長）
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眞木高之１　宮本恭子２　堀西祐多３　岩成浩昭４

関耕平２　古川康子１　福島聡子４　大國将４

松江生協病院における医療アクセスの阻害松江生協病院における医療アクセスの阻害
要因と社会経済的関連要因の考察要因と社会経済的関連要因の考察
～救急搬入から入院となった方を対象にした～救急搬入から入院となった方を対象にした
アンケート調査～アンケート調査～

２０１７年度研究助成概要報告

はじめに
「果たして松江は安心して医療を受けることが

できる地域になっているのだろうか？」この疑問
に答えるべく、松江生協病院に救急搬送され、入
院となった方を対象にアンケート調査を行った。

松江生協病院の医師が夜間当直時に救急搬送さ
れた患者を経験したことがきっかけだった。「助
けてください」と書いた張り紙を、玄関に掲げ続
け、訪ねて来た実弟さんがそれを見つけて救急搬
送となった。張り紙を貼りはじめて数日後のこと
だった。介護保険なども知らないという患者であ
った。

日本の相対的貧困率は１３．９％（２０１５年生活基礎
調査）であり、経験した患者も、貧困状態であっ
た。このような経済的状況が医療へのアクセスの
公平性を阻害していると思われた１ ）。また、情報
からの疎外も医療へのアクセスを妨げている要因
になっていると思われた。

全ての人が必要とする医療を受けることができ
ることは、憲法２５条に規定された基本的人権であ
り、現代社会の発展の中でも最も重要視されるゴ
ールの一つである。しかし、医療を必要としなが
らも何らかの理由で自ら受診を控える受診抑制の
実態がある。特に受診を抑制したために、救急搬
送される患者は受診抑制の深刻度が最も大きいと
考えられる。受診抑制がどれくらいの頻度で起こ

っているのか、どのような要因で起こっているの
か、またどのような属性の人が受診を抑制してい
るのかなどの情報は、現代日本の医療制度の問題
点を考える上でとても重要である。

医療サービスの受診を阻害する要因には、①地
理的な制約（最寄りに医療機関がなく、交通手段
を持たないうえに気軽に頼る人もいないため、医
療機関に簡単にかかれない、など）、②経済的な
制約（受診時の窓口負担の高騰や、保険料滞納に
よる資格保険証による医療費の窓口１０割負担な
ど）、③時間的な制約（仕事や育児・介護・家事
などが忙しく病院に行く時間がとれないなど）が
考えられる。さらに、医療や介護のサービスに関
する情報を知らない、という④情報からの隔絶も、
医療サービスを受ける上での阻害要因になってい
ると思われる。

これらの要因を緩和する政策はそれぞれ異な
り、どのような要因の受診抑制がどのような人々
に発生しているか知らなければ、効果的な政策は
望めない。しかし、受診抑制の実態まで踏み込ん
でその内容をデータで確認することは容易ではな
い。厚生労働省の調査においても、受診したデー
タは存在するものの、受診しなかったデータは存
在しない。近年になって、医療へのアクセスや健
康格差が注目されるようになり、ようやく直接的
に医療受診について尋ねる調査は増えてきてい
る２，３）。また既存のデータを用いた受診抑制への

１ 松江生協病院　 ２ 島根大学法文学部　 ３ �島根大学医学部生　 ４ 島根県民主医療機関連合会



133　いのちとくらし研究所報第71・72号合併号／2020年　月10

分析も行われるようになった。しかし、独自の調
査を行い「受診を控えた理由」まで把握した分析
については十分な研究の蓄積はない。

近年 SDH（social determinants of health；健
康の社会的決定要因）の概念も普及してきている。
生物的因子だけでなく、学歴、労働環境、教育、
貧困、社会的孤立など社会経済的因子が健康に影
響しているというエビデンスが蓄積されてきた。
元世界医師会長のマイケルマーモット医師は著書
「THE HEALTH GAP」４ ）の中で次のように述
べている。「せっかく病気を治した人々を、なぜ
その病気にした状況に送り返してしまうのか。も
ちろん医師は病気を治療するわけですが、医師に
はぜひ人々を病気にしてしまう状況にも対応して
もらいたいと思っている。」このことからも我々
医療者は地域住民の健康、暮らしを守るために、
これまでのように病院に受診した患者の疾患とい
う結果にだけ目を向けるのみでは不十分である。
地域住民の社会的困難さが集約され目に見える形
で現れやすい病院において、受診抑制、手遅れ事
例など不健康な状態を作り出す社会的要因の把握
と分析を行い、行政と共に関わることが求められ
てきている。

本調査では、受診抑制による影響の深刻度が最
も大きいと予想される救急搬送患者を対象に受診
抑制に関する調査を行った。受診状況の患者特性
を把握し、受診抑制という医療アクセスから捉え
た「社会的排除」の実態を考察することで、すべ
ての人が適切な時期に医療にアクセスできるため
に病院内でどのような対応が可能であるか検討す
ることを目的として救急搬入から入院となった方
を対象にしたアンケート調査を実施した。

方法

１ 、対象の概要

松江生協病院は、１９５０年に開設された松江大衆
診療所を前身に、１９６０年に２３床の病院に転換して
以来、地域とともに半世紀以上を歩み、まちの中
の総合病院として発展してきた。全日本民主医療
機関連合会に所属する医療機関として、無差別平
等の医療の提供をモットーに展開している。２０１５

年 ４ 月には医療療養病棟を開設して病床数は３５１
床となり、救急・急性期・回復期・慢性期までを
担う高機能大規模ケア・ミックスが展開できるよ
うになった。救急機能では市内に ５ つある救命救
急センター ･ 救急告示病院の １ つとして二次救急
を担い、年間約１，３００件、松江市救急搬送の約１７
％を受入れている。

２ 、調査方法

（ １ ）調査データ
本稿で用いる集計データの調査対象件数は、

２０１８年 ３ 、 ４ 、 ６ 、 ７ 月の ４ ヶ月間に、松江生協
病院に救急搬送されてそのまま入院となった１９９
件であるが、そのうちアンケートが回収できたデ
ータは、５４名（回収率２７．１％）であった。
（ ２ ）アンケート項目の設定方法

主旨に賛同するメンバーを募り、「病院からは
じまるまちづくり研究プロジェクト」（以下 PJ）
を立ち上げた。PJ は、松江生協病院職員、島根
大学法文学部教官、島根大学医学部学生、で構成
された。PJ で、受診抑制を控える要因となる社
会背景、特に、健康の社会的決定要因などについ
て、学習を重ねた。島根県健康推進課の課長から、
松江市の貧困の状況などについて講義していただ
く機会を持った。学生の間では、SHIPS という
自主研究サークルを立ち上げ、合宿も行った。こ
れら複数回の学習会とミーティングを踏まえ、ア
ンケート項目を設定した。
（ ３ ）アンケート項目（後掲資料 １ ）

最初に、救急搬入されるまで、受診を控えてい
たかどうかの質問を行い、控えていたと答えた方
には、その理由について、選択式と自由記載式で
回答を求めた。

それ以外に、受診歴、生活歴について、選択式
・記述式併用での回答を求めた。
（ ４ ）アンケートの集計方法
・救急搬入され入院となった患者全例を対象とし

た
・対象患者を松江生協病院地域連携室においてリ

スト化し、Excel ファイルで管理した
・アンケート取得は、入院患者の担当看護師が中

心となり、他のスタッフの協力ももらって行っ
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た
・患者属性情報は、松江生協病院が使用している

既存の患者属性シートから、病棟担当事務が抽
出した

・記載が済んだアンケート用紙は、松江生協病院
医療相談室に集中した

・記載不備、記載漏れは、医療ソーシャルワーカ
ーと調査研究責任者が、訂正・追記を行った

・地域連携室に集まったデータは、最終的に診療
情報室に送り、匿名化したうえで、診療情報室
で保管した

（ ５ ）倫理的配慮
本研究は松江生協病院の倫理審査委員会の承認

を得ている。また、調査協力を依頼する患者に対
しては同意書の記載を求めると同時に、調査協力
依頼のパンフレットを配布し、その中に個人情報
が特定されないこと，不利益は発生しないことを
明記した。

結果

１ 、全件データ

アンケート収集期間の対象患者は、総数１９９名。
そのうち、アンケート回収数は５３名（回収率２７．１％）
（ １ ）年齢分布

８０–８９歳が２８名と最も多く、９０歳以上が１４名、
７０–７９歳が ９ 名と、次に続く。７０歳以上が、５１名、
９６．２％と、ほとんどが７０歳以上の高齢者であった。

年齢分布

80代
52.8％

90代以上
26.4％

50代
1.9％

60代
1.9％

70代
17.0％

（ ２ ）搬送元
自宅３３名（６２．３％）、高齢者施設１５名（２８．３％）

と、過半数が自宅からの搬入であった。高齢者施

設の内訳は、特別養護老人ホーム、介護老人保健
施設、サービス付き高齢者施設、住宅型有料老人
ホーム、グループホーム、軽費老人ホームであった。

搬送元

施設
28.3％

病院・診療所
5.7％

その他
3.8％

自宅
62.3％

（ ３ ）搬送患者の認知機能
正常　１６名（３０．２％）、軽度認知症（Ｉ）１０名（１８．９

％）、中等度認知症（Ⅱa，b）１４名（２６．４％）、重
度認知症（Ⅲa，b、Ⅳ）１１名（２０．７％）と、中等
度以上の認知症のある方が、４７．１％と、ほぼ半数
を占めた。

認知機能

Ⅰ
18.9％

Ⅳ
9.4％

M
3.8％

正常
30.2％

Ⅱa,Ⅱb
26.4％

Ⅲa,Ⅲb
11.3％

（ ４ ）保険種別
後期高齢　４１名（７７．４％）、国保 ３ 名（５．７％）、

生保 ４ 名（７．５％）、協会けんぽ １ 名（１．９％）、組
合 １ 名（１．９％）、前期高齢 ２ 名（３．８％）と、７０
％以上が後期高齢で占められていた。
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保険種別

後期高齢
77.4％

生保
7.5％

国保
5.7％

前期高齢
3.8％

（ ５ ）搬入時刻
８ ：００–１２：００　１９名、１２：００–１６：００　１２名、

１６：００–２０：００　１１名、と日中に集中しているも
のの、 ０ ：００– ４ ：００　 ２ 名、 ４ ：００– ８ ：００　 ５
名、２０：００–２４：００　 ４ 名と夜間から深夜、早朝
の時間帯にも、全体の約 ５ 人に １ 人が搬入されて
いることも分かる。
（ ６ ）疾患分類（ICD１０分類による）

「 ９ ：循環器系の疾患」１１名（２０．８％）、「１０：
呼吸器系の疾患」１０名（１８．９％）、「１９：損傷、中
毒およびその他の外因の影響」１０名（１８．９％）、
「１１：消化器系の疾患」 ６ 名（１１．３％）と、内科
および整形外科の疾患が上位を占めた。以下、
「 ４：内分泌，栄養および代謝疾患」、「１８：症状，
徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分
類されないもの」、「 １：感染症および寄生虫症」、
「１４：腎尿路性器系の疾患」、「 ２ ：新生物＜腫瘍
＞」、「 ６ ：神経系の疾患」が続く。

疾患分類

循環
20.8％

消化
11.3％

呼吸
18.9％

損傷
18.9％

感染 5.7％
新生 3.8％

内分 7.5％

神経 3.8％症状
5.7％

腎尿
3.8％

２ 、受診手控えの背景

（ １ ）救急搬送されるまで我慢していましたか
「はい」１１名（２１％）、「いいえ」４０名（７５％）、

「無回答」 ２ 名（３．８％）と、 ５ 人に １ 人が我慢
をしていた。

我慢していた

いいえ
75.5％

回答なし
3.8％

はい
20.8％

（ ２ ）�「我慢していた」に「はい」と答えた人の「理
由」

「身体が不自由で一人で病院に行けない」４ 名、
「交通手段がない」 ２ 名、「病院に連れて行って
くれる人がいない」 １ 名、「周囲の目を気にした」
１ 名と、自力では医療機関を受診する手段がない
ことが、理由のほとんどを占めた。

我慢していた理由

交通手段がない
18.2％

体が不自由で一人で
病院に行けない
36.4％

周りの目を
気にした
9.1％

その他
27.3％

病院に連れて行って
くれる人がいない
9.1％

（ ３ ）�「我慢していた」に「いいえ」と答えた人
の理由

「突発的な発症、受傷」が２１名（５２．５％）と最
も多く、「自身の健康状態の変化には気づいてい
なかった」が ８ 名（２０．０％）、「自身の健康状態の
変化に気づいていたが、病院に行くほどではない
と思った」という方が、５ 名（１２．５％）であった。



136 いのちとくらし研究所報第71・72号合併号／2020年　月10

であった。

治療中断の経験

ない
90.6％

ある
5.7％

回答なし
3.8％

（ ６ ）これまでに指摘された傷病
回答数が多かった順は、「高血圧」２２．６％、「糖

尿病」５．７％、「狭心症」５．７％、「心不全・弁膜症」
８ ％、「パーキンソン病」３．８％、「脳梗塞」３．８％、
であった。

これまでに指摘された傷病

その他
28.3％

高血圧症
22.6％回答なし

30.2％
糖尿病
5.7％
狭心症
5.7％
脳梗塞
3.8％

パーキンソン病
3.8％

（ ７ ）最後に医療機関にかかった時期
救急搬入前 １ ヶ月以内に医療機関を受診してい

た方が２０名（３７．７％）と最も多く、 １ ～ ２ ヶ月以
内が ６ 名（１１．３％）、２ ～ ３ ヶ月以内 ７ 名（１３．２％）、
３ ～ ４ ヶ月以内 ４ 名（７．５％） ４ か月より以前に
受診 ６ 名（１１．３％）であった。回答者４３名のうち、
１０名（２３．２％）が、救急搬入前 ３ ヶ月以上、医療
機関に受診歴がなかった、ということになる。

我慢していなかった理由

突発的な発症
・受傷（事故など）
52.5％

自身の健康状態の変化には
気づいていなかった
20.0％

その他
15.0％

自身の健康状態の変化に気づいていたが、
病院に行くほどではないと思った　12.5％

（ ４ ）かかりつけ医療機関
「ある」と回答した方が５２名、「ない」と回答

した方が １ 名。「ある」と回答した方のうち、「松
江生協病院」をかかりつけとしている方が２８名、
「それ以外」２４名であった。救急搬入から入院と
なった方のほとんど全てが、かかりつけ医療機関
を有している、との回答であった。

かかりつけ医療機関の有無

ない
98.1％

ある 1.9％

あるを選択した内、
かかりつけの医療機関

松江生協病院
53.8％

それ以外
44.4％

（ ５ ）治療中断歴
「なし」４８名（９０．６％）、「ある」 ３ 名（５．７％）

と、治療中断歴がないと回答された方がほとんど



137　いのちとくらし研究所報第71・72号合併号／2020年　月10

最後に医療機関にかかった時期

1ケ月以内
に受診
37.7％

回答なし
18.9％

1～２ケ月
以内に受診
11.3％

2～3ケ月
以内に受診
13.2％

3～4ケ月
以内に受診
7.5％

4ケ月
以前に受診
11.3％

（ ８ ）健（検）診を受けた時期
救急搬入前 １ 年以内に健（検）診を受けていた

方は１１名、 １ 年以上前に受けていた方は ５ 名、受
けたことがない ８ 名、回答不備・回答なしが２９名
であった。回答があった２４名のうち、 １ 年以内に
健（検）診を受けていた方は１０名で、 １ 年以上に
わたり健（検）診を受けていなかった方が１４名（５８
％）にのぼっていた。

最後に健（検）診を受けた時期

1年以内
に受けた
20.8％

回答なし
54.7％

1年以上前に
受けた
9.4％

受けたことが
ない
15.1％

（ ９ ）歯の状態・歯の治療歴
「歯の状態で気になることがなく、治療歴もな

い」方が２６名（４９．１％）、「気になるが、治療歴が
ない」方が１１名（２０．８％）、「気にならないが、治
療歴がある」方が、 ７ 名（１３．２％）、「気になって
いて、治療歴がある」方が ３ 名（５．７％）であった。
治療歴がないという方が、３７名（６９．９％）で、気
になっても治療を受けてない、という方も２０％を
占めた。

歯の治療をしていますか？
回答なし
11.3％

気になり治療している
5.7％

気にならないが
治療している
13.2％

気にならないので
治療していない
49.1％ 気になるが

治療していない
20.8％

３ 、社会的孤立度の状況、生活状況

（ １ ）職業
無職・主婦４５名（８４．９％）、自営業 ３ 名（５．７％）、

正社員 ３ 名（５．７％）で、ほとんど無職の方であ
った。

職業
回答なし
3.8％

無職、主婦
84.9％

自営業
5.7％

雇われる人
5.7％

（ ２ ）利用している行政サービス
介護保険３６名（６７．９％）、生活保護 ３ 名（５．７％）、

障害年金 ２ 名（３．８％）、回答なし１２名（２２．６％）

利用している行政サービス

回答なし
22.6％

介護保険
67.9％

障害年金
3.8％

生活保護
5.7％
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（ ３ ）交通手段
「送ってもらう」２４名（４５．３％）、「徒歩」 ８ 名

（１５．１％）、「タクシー」 ８ 名（１５．１％）、「車」 ４
名（７．５％）、「自転車」 ２ 名（３．８％）と、自力で
の交通手段を持っていない方が３２名（６０．４％）に
のぼっており、公共交通機関を利用している方は、
一人もいなかった。

交通手段
回答なし
9.4％

自動車
7.5％

自転車
3.8％

タクシー
15.1％

徒歩
15.1％

家族の送迎
45.3％

その他
3.8％

（ ４ ）食事
「家族が作ってくれる」２４名（４５．３％）、「自炊」

９ 名（１７％）、「配食」 １ 名、「スーパー・コンビニ」
１２名、「回答なし」 ７ 名、という結果であった。
食事面で、行政サービスを利用する方は、ほとん
どいない結果であった。

食事の状況
回答なし
13.2％

自分が調理
17.0％

配偶者・家族
の調理
45.3％

配食サービス
1.9％

スーパー・
コンビニ
22.6％

（ ５ ）住まい
「持ち家」２９名（５４．７％）（内訳：本人名義１５名、

家族名義１４名）、「施設」１４名（２６．４％）（　内訳：
有料老人ホーム ６ 名、特養 ５ 名、老健 ２ 名、高齢
者住宅 １ 名）、「借家」 ５ 名（９．４％）（内訳：賃貸
３ 名、社宅： ２ 名）、「回答なし」 ５ 名、という結
果であった。持ち家の方が過半数を占めていた。

住居の種類
回答なし
9.4％ 持ち家

54.7％

借家
9.4％

施設
26.4％

（ ６ ）世帯人数
「 １ 人」１７名（３２．１％）、「 ２ 人」１３名（２４．５％）、

「 ３ 人」 ８ 名（１５．１％）、「 ４ 人」 ３ 名（５．７％）、
「 ５ 人」２ 名（３．８％）、「 ６ 人以上」３ 名（５．７％）、
「回答なし」 ７ 名、と単身世帯と二人暮らし世帯
で、５６．６％と、過半数を占めていた。

世帯人数
回答なし
13.2％ １人

32.1％

２人
24.5％３人

15.1％

４人
5.7％

５人
3.8％

６人以上
5.7％

（ ７ ）世帯の家族類型
「単独世帯」１７名（３２．１％）、「夫婦のみの世帯、

ひとり親と子ひとりのみ」 ９ 名（１７．０％）、「夫婦
と子ども、ひとり親と子ども、三世代からなる世
帯」１６名（３０．２％）、という結果であった。
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世帯の家族類型

回答なし
20.8％

単独世帯
32.1％

夫婦のみの世帯、
ひとり親と子ひとりのみ

17.0％

夫婦と子供、
ひとり親と子供、
三世代から成る
世帯　30.2％

（ ８ ）町内会の集まりや趣味のサークルに参加し
ていますか？

「はい」１１名（２０．８％）、「いいえ」２９名（５４．７
％）、「回答なし」１３名（２４．５％）、という結果で、
社会参加の機会がほとんどない実状が見て取れる。

町内会の集まりや趣味のサークルに
参加しているか

回答なし
24.5％

はい
20.8％

いいえ
54.7％

（ ９ ）困ったときに助けてくれる人
「家族・親族」３５名（６６．０％）、「ケアマネージ

ャー」 ３ 名（５．７％）、「友人」 ２ 名（３．８％）、「近
所の人」 １ 名（１．９％）、「その他」 ２ 名（３．８％）、
「回答なし」１０名（１８．９％）。「家族・親族」が圧
倒的に多く、行政サービスが、困ったときの一番
の助けにはなっていないことが、読み取れる。

困ったときに助けてくれる人

家族・親族
66.0％

回答なし
18.9％

近所の人
1.9％

友人
3.8％

ケアマネ
5.7％

その他
3.8％

（１０）最終学歴
「中学」２０名（３７．７％）、「高校」１３名（２４．５％）、

「大学」４ 名（７．５％）、「専門学校」３ 名（５．７％）、
「その他」４ 名、「回答なし」９ 名、という結果で、
後期高齢の方が青年だった時代を反映していると
思われる。

最終卒業学歴

中学
37.7％

回答なし
17.0％

高校
24.5％

専門学校
5.7％

大学
7.5％

その他
7.5％

（１１）本人所得
「１００–３００万円未満」２６名（４９．１％）、「１００万円

未満」１２名（２２．６％）、「３００–５００万円未満」１ 名（１．
９％）、「５００万円以上」 １ 名（１．９％）、「回答なし」
１３名（２４．５％）と、３００万円以下の所得の方が多
数を占めていた。
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昨年１年間の本人所得
回答なし
24.5％

100万円未満
22.6％

100-300万円未満
49.1％

300-500万円未満
1.9％

500万円以上
1.9％

（１２）世帯所得
「１００–３００万 円 未 満 」１６名（３０．２ ％）、「３００–

５００万円未満」 ５ 名（９．４％）、「１００万円未満」 ４
名（７．５％）、「５００万円以上」 ５ 名（９．４％）、「無
回答」２３名（４３．４％）、という結果で、無回答が
最も多かったが、回答した中では、３００万円以下
が多数を占めていた。

昨年１年間の世帯所得

回答なし
43.4％

100万円未満
7.5％

100-300万円
未満
30.2％

300-500万円未満
9.4％

500万円以上
9.4％

考察
アンケートの結果では、救急搬入から入院とな

った方の ５ 人に一人が受診を抑制していたことに
なるが、その方々が適切な時期に受診できていれ
ば、重症化も防げた可能性がある。調査前当初、
受診抑制の要因は保険証がない、受診するための
医療費がない、などの経済的理由が多いと想定し
ていた。１ ）しかし、アンケートの結果からは、「交
通手段がないこと」、「頼る人の有無」「独居とい
う世帯形態」が主な受診抑制理由として挙げられ
た。これは言い換えると「社会的孤立」が医療機
関への受診を困難にしていると言える。冒頭であ

げた患者も身寄りがない独居患者であった。
「交通手段」に関して、今回の調査対象のほと

んどが７０歳以上であり、高齢者ドライバーの交通
事故は後をたたず自動車免許の自主返納の是非が
問われる今日である。しかし、このことが高齢者
の受診抑制につながっている可能性も考慮し、高
齢者が日常的に使用できる安価な公共交通機関の
整備を検討することが重要ではないか。

「頼る人の有無」「独居という世帯形態」に関
して、困ったときに助けてくれる人はほとんどが
家族であり、ケアマネジャーや民生委員と回答し
た人がほとんどいなかった。今回の調査では同居
の家族、近くに住む家族、県外に住む家族なのか
は検証できておらず今後の課題である。だが県外
で暮らす家族が増えていることが想像できること
から、何かあった時にすぐに駆け付けてくれる方
がいない場合が相当数あることが予想される。松
江市の独居世帯は３４．５％（平成２７年国勢調査世帯
構造等基本集計）にのぼる。ここを補う意味でケ
アマネジャー等、行政職が社会的孤立にかかわる
ことが今後一層求められるだろう。社会的孤立を
防ぐための居場所作りが各地で行われてはいる
が、今回のアンケート結果からは町内会や趣味の
サークルへの参加率の低さが目立った。このこと
から社会的孤立を予防できるような有効な居場所
作りがなされていない可能性がある。加えて、子
供、孫の若い世代が地元で定職につき、安心して
子育てができる環境を作るまちづくりが重要であ
り、それが高齢者の社会的孤立の予防、ひいては
高齢者の自己肯定感にもつながるのではないだろ
うか。

結語
今回の調査は、件数が少なく、また松江生協病

院という一医療機関のみでの調査に過ぎない。こ
ういった制限がある調査の結果を一般化すること
は困難ではあるが、受診抑制の要因に社会的孤立
が関与している可能性は大いにあると思われた。
今後行政や他医療機関と協力し、松江圏域におけ
る受診抑制の要因や属性について調査し、すべて
の人が適切な時期に医療にアクセスできるよう、
一医療機関としても何ができることを課題として
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【質問項目】アンケート用紙

当てはまるものに記入、もしくは〇をつけてください。（複数項目回答可）

１ ．�今回、救急搬送されましたが、直近の半年間、あるいは救急搬送されるまでに受診を控えていまし
たか。または控えたことがありますか

　（はい・いいえ）→「はい」と答えた方は ２ 以降へ
　　　　　　　　　　「いいえ」と答えた方は ３ 以降へ

２ ．１  の質問で「はい」と答えた人
・受診を控えた理由について該当するものに○をつけてください。（複数項目回答可）

仕事・家事育児・介護・待ち時間が長い・忙しくて時間がない
費用がかかるから・保険証がない、または使えない
交通手段がない・医療機関が近くにない・身体が不自由で一人で病院に行けない
どの医療機関に行けばよいか分からない、
病院に行くのが好きでない・病院を信用していない・周囲の目を気にした
病院へ連れて行ってくれる人がいない・その他　　　　　　

3 ．受診歴　
①　かかりつけ医療機関はありますか？　（ある・ない）
「ある」と答えた方→かかりつけの医療機関　（松江生協病院・それ以外　　　　　　　　・なし）
②　これまで治療を中断したことがありますか？　ある（中断時期　　　年　月頃）・なし
③　�過去に指摘されたことのある病気　（別票を参照し病名を記載して下さい。）�

（疾患名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
④　最後に医療機関にかかった時期　　（　　　　年　　月頃）　・受けたことがない
⑤　最後に健康診断を受けた時期　　　（　　　　年　　月頃）　・受けたことがない
⑥　歯の状態で気になることはありますか？　（はい・いいえ）　
⑦　歯の治療をしていますか？　（はい・いいえ）

4 ．生活歴
（ １ ）職業

　①当てはまる職業に〇をつけてください。
　 1 正社員、 2 派遣・契約、 3 自営業、 4 その他就労、 5 主婦、 6 失業中・無職
　②　平均就労時間　（　　　時間／日）
　③　夜勤はありますか　（　　　回／週・なし）
　④　仕事の休み　　（　　　日／月）
　⑤　残業　　　　　（　　　時間／月）

（ ２ ）利用したことのある行政サービスに〇をつけてください。（複数項目回答可）
　　　介護保険・障害者手帳（身体・精神）・生活困窮者支援制度・生活保護、母子・児童関係

氏名
ID

記載者
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（ ３ ）普段よく使う交通手段は何ですか。（複数項目回答可）　
　　　車・バイク・自転車・徒歩・バス・電車・タクシー・送ってもらう・その他　　　　

（ ４ ）食事について教えてください。（複数項目回答可）　
　　　・�自炊・配食・外食・コンビニなどの弁当・ヘルパーさんが作ってくれる・家族が作ってくれ

るその他　　　　
　　　・食事の回数　（　　　　　回／日）

（ ５ ）お住まいについて教えてください。
　　　�持ち家（本人名義）・持ち家（家族名義）・社宅・賃貸（アパート・マンション）・住居なし・

施設（特養・老健・有料老人ホーム・高齢者住宅）・その他　　　　

（ ６ ）コミュニティ　（複数項目回答可）
　①　配偶者はいますか　（はい・いいえ）
　①　子供はいますか　（はい・いいえ）
　②　何人暮らしですか　（　　　人）
　③　誰と暮らしていますか？　（両親・配偶者・子供・知人・その他　　　　　　 ）
　④　町内会の集まりや趣味のサークルに参加していますか　　（はい・いいえ）
　⑥　困ったときに助けてくれる人は誰ですか
　　　家族・親族・友人・民生委員・ケアマネージャー・近所の人・その他　　　　・いない

（ ７ ）最終学歴に〇をつけてください。　
　　　中学・高校・大学・専門学校・大学院・その他　　　　

（ ８ ）所得
　①　 1 年間のご本人の所得（年金・手当も含む）に〇をつけてください。
　　 0— 100・100—300・300—500・500—700・700～　単位：万円
　②　 1 年間の世帯の所得（年金・手当も含む）に〇をつけてください。　
　　 0— 100・100—300・300—500・500—700・700～　単位：万円

（ ９ ）気づいたことをご自由にお書き下さい。

【別表】疾患名
高血圧、糖尿病、脂質異常症、脳卒中、狭心症・心筋梗塞、不整脈、慢性腎疾患、腎臓病、貧血、高尿
酸血症・痛風、肺結核、喘息、肺気腫（COPD）、睡眠時無呼吸症候群、逆流性食道炎、胃・十二指腸
潰瘍、大腸疾患、B 型・C 型肝炎、その他の肝臓病、胆石症、甲状腺疾患、緑内障、前立腺肥大、精神
疾患、自己免疫疾患、～がん

� 2 /16更新　文責堀西
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研究助成報告書（報告書・ウェブサイト公開）
●青木郁夫、上田健作、髙山一夫、時井聰『米国の医療制度改革と非営利・協同組織の役割』
ISBN 4  －903543－00－ 5（978－ 4 －903543－00－ 0 ）２００６年 ６ 月発行（在庫なし、ウェブサイトで PDF 公開中）

●Hugosson, Alvar Olof、神田健策、大高研道『地域社会の持続的発展と非営利・協同（社会的経済）
の実践―スウェーデン・イェムトランド地域の事例研究―』

２００７年 9 月発行　　　ISBN　９７８－ ４ －９０３５４３－０3－ 1

●東京勤労者医療会歯科診療部メインテナンスプロジェクト（代表 藤野健正）『Supportive Periodontal 
Therapy の臨床的効果について―長期管理における有効性とトラブルの種類と発生率分析―』

２００７年１２月発行　　　ISBN　９７８－ ４ －９０３５４３－０２－ ４

●日野・市民自治研究所地域医療研究会『日野市立病院の現状と改革の方向―病院（医療従事者）と市
民と行政の共同を―』

２０10年 6 月発行　　　ISBN　９７８－ ４ －９０３５４３－０7－ 9

●磯野理ほか「旧日本軍遺棄毒ガス被害者実態調査および日中共同の医療支援に関する研究―寒川およ
びチチハル日中合同検診を通して―」

（概要は『いのちとくらし研究所報』５２号掲載、全文はウェブサイトで PDF 公開中）

●松浦健伸ほか「名古屋市の一地区における路上生活者を対象とした精神保健調査の報告」
（『いのちとくらし研究所報』５3号にも掲載、ウェブサイトで PDF 公開中）

●髙山一夫、松田亮三、石橋修ほか『諸外国における社会包摂志向の医療展開についての研究』
２０１６年 ６ 月１５日発行
ISBN：９７８― ４ ―９０３５４３―１５― ４ 　　　（概要は『いのちとくらし研究所報』５４号に掲載）

●渡邉貴博ほか「名古屋市の一地区における路上生活者１１４名を対象とした精神保健および身体調査の
報告」

（『いのちとくらし研究所報』６４号にも掲載、ウェブサイトでも PDF で公開中）

●谷口起代「東日本大震災および原発事故を契機に生まれた「共創」的実践活動の調査―震災・原発事
故からの社会の再建にむかうヘルスプロモーションの理論構築にむけて―」

（『いのちとくらし研究所報』６８号にも掲載、ウェブサイトでも PDF で公開中）

●川口啓子「医療生協職員意識調査の年代別集計にみる傾向と課題」
（『いのちとくらし研究所報』６９号にも掲載、ウェブサイトでも PDF で公開中）
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研究助成報告（機関誌掲載など）
●「非営利・協同に関する意識調査」（岩間一雄）『いのちとくらし研究所報』１６号

●「往診専門診療所の満足度調査」（小川一八）『いのちとくらし研究所報』１７号

●「介護労働者における職業性ストレスに関する研究」（冨岡公子、他）『いのちとくらし研究所報』２２号

●「立位、歩行装具のロボット利用の可能性について」（細田悟、沢浦美奈子、平松まき）『いのちとくらし
研究所報』２４号

●概要報告「京都地域における大学生協の歴史的研究」（井上英之、他）『いのちとくらし研究所報』３１号

●概要報告「介護される人と介護する人の安全性・快適性向上を目指した介護・看護労働者の労働負担軽減
に関する介入研究」（垰田和史、佐藤修二、田村昭彦、服部真、舟越光彦、山田智、北原照代）『いのちと
くらし研究所報』３２号

●「脳卒中慢性期患者に対する座位保持装置（キャスパー・アプローチ）による効果の検証」（細田悟、福村
直毅、村上潤）２０１０年第４７回日本リハビリテーション医学会学術集会ポスター講演

●「非営利組織の連携による生活困窮者の『食』の支援に関する基礎的研究報告書」（大友康博、大友優子）
『いのちとくらし研究所報』３６号

●「北欧における高齢者のグループリビングと住宅協同組合に関する研究」（上野勝代、上掛利博、佐々木伸
子、阪上香、奥野修、大塚瑞希、田鶴遼平）『いのちとくらし研究所報』４２号

●概要報告「老親を在宅介護するひとり介護者の介護に確かな未来を！」（久保川真由美、山岸千恵、浦橋久
美子）『いのちとくらし研究所報』４４号

●概要報告「研究助成『津波被災地保健師１００人の声』（宮城）プロジェクト報告及び『宮城県災害時公衆衛
生活動ガイドライン』の検討」（村口至）『いのちとくらし研究所報』４４号（別途報告書『「津波被災地保健
師１００人の声」（宮城）報告』）

●概要報告「県、３市 １町（船橋、我孫子、旭、一宮）の『防災計画とハザードマップの検証から学ぶ』」（鈴
木正彦ほか）『いのちとくらし研究所報』４５号

●概要報告「都市と農村が連携した共生経済の可能性の研究」（直田春夫ほか）『いのちとくらし研究所報』４
８号

●概要報告「近年の最低生活費の算定方法に関する研究報告書」の概要（金澤誠一ほか）『いのちとくらし研
究所報』５０号

●概要報告「『社会的包摂を目指す多層支援システムモデルに関する実証的研究』研究成果報告書」（川島ゆ
り子ほか）『いのちとくらし研究所報』５１号

●概要報告「旧日本軍遺棄毒ガス被害実態調査および日中共同の医療支援に関する研究―寒川およびチチハ
ル日中合同検診を通して―」（磯野理ほか）『いのちとくらし研究所報』５１号（ウェブサイトでも公開）

●概要報告「民間研究所論～概要～」（鎌谷勇宏ほか）『いのちとくらし研究所報』５２号
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●「名古屋市の一地区における路上生活者を対象とした精神保健調査の報告」（松浦健伸ほか）『いのちとく
らし研究所報』53号（ウェブサイトでも全文公開）

●概要報告「諸外国における社会包摂志向の医療展開についての研究」（髙山一夫ほか）『いのちとくらし研
究所報』５4号

●「中国農民専業合作社における信用事業の展開に関する一考察」（宋暁凱）『いのちとくらし研究所報』55
号

●「臨床研修医は現場の医師から何を学び人生の糧としているのか？～いのちを守るための医療者養成の観
点からロールモデル像とその影響の解明～」（菊川誠ほか）『いのちとくらし研究所報』５６号

●概要報告「宮崎県県北地域における子どもの社会的排除と『排除しないまちづくり』の取り組み」（志賀信
夫）『いのちとくらし研究所報』５8号

●概要報告「特別養護老人ホームにおける多職種連携による円滑な終末期介護を実現するための調査研究
―概要―」（高橋幸裕ほか）『いのちとくらし研究所報』５8号

●「認知症早期発見の検診と認知症進行予防教室の取り組み」（山田智）『いのちとくらし研究所報』６０号

●概要報告「若狭地域住民の原発関連事業所への就労実態と生活問題に関する調査研究―若狭地域の集落別
世帯別就業実態調査による、住民と原発の結びつきの把握―」（髙木和美）『いのちとくらし研究所報』６２
号

●概要報告「高齢化団地における住民の福祉ニーズに対する地域活動の成果と今後の課題」（坂本毅啓・石坂
誠）『いのちとくらし研究所報』６３号

●「名古屋市の一地区における路上生活者１１４名を対象とした精神保健および身体調査の報告」（渡邉貴博ほか）
『いのちとくらし研究所報』６４号（ウェブサイトでも公開）

●「北海道の病院看護における労働編成と人材育成―道央の急性期病院：勤医協中央病院を事例に―」（谷川
千佳子）『いのちとくらし研究所報』６５号

●概要報告「非営利・協同体における若手職員の育成および主体形成に関する研究―鹿児島・麦の芽福祉会
に注目して―」（石倉康次、深谷弘和、申佳弥）『いのちとくらし研究所報』66号

●「漁村人口減少対策と非営利・協同組織の機能に関する研究」（宮澤晴彦）『いのちとくらし研究所報』６７
号

●「東日本大震災および原発事故を契機に生まれた「共創」的実践活動の調査―震災・原発事故からの社会
の再建にむかうヘルスプロモーションの理論構築にむけて―」（谷口起代）『いのちとくらし研究所報』６８
号（ウェブサイトでも公開）

●「医療生協職員意識調査の年代別集計にみる傾向と課題」（川口啓子）『いのちとくらし研究所報』６９号
（ウェブサイトでも公開）

●概要報告「児童養護施設職員の労働問題・労働組合に関する研究：２０施設のアンケート調査から」（堀場純
矢）『いのちとくらし研究所報』７０号
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第70号（２０20年 3 月）―【特集】介護保険20年を振り返る

○巻頭エッセイ：沖縄の過去、現在、未来（岩下明夫）
○特集：介護保険２０年を振り返る
・介護保険２０年の変化、現在の動向と課題（林泰則）
・地域包括ケアと地域の動き「共同組織とともに作る地域包括ケア」～『健康づくり・まちづくり手引書』作成の紹介～（山

田智）
・介護保険で何が変わったのか―ケア保障のためのソーシャルワーク（末永睦子）
・介護福祉士養成施設という社会資源―介護の担い手を地域で育む（川口啓子）
・ドイツの介護保険改革（ ３ ）介護強化法の補論と示唆（小磯明）
○論文：
・「保険外併用療養」をめぐる動向について（山本淑子）
・２０１９年秋千葉県の台風災害の教訓と提言（八田英之）
○継ぎ足し生涯学習のすすめー ３ ：市民的生涯学習のすすめ（野村拓）
○書評：
　吉永純・原昌平・奥村晴彦・近畿無料低額診療事業研究会編著『無料低額診療事業のすべて：役割・実線・実務』（田中

淑寛）
○２０１５年度研究助成概要報告：児童養護施設職員の労働問題・労働組合に関する研究：　２０施設のアンケート調査から（堀

場純矢）

第６９号（２０１９年１２月）―【特集】自治体と災害

○巻頭エッセイ：人類史の「巨大な曲がり角」と新たな協同組合像の模索（田中秀樹）
○【特集：自治体と災害】
・公共施設の統廃合・再編の動きと課題―指定管理者制度と公共施設等総合管理計画―（角田英昭）
・２０１９年秋の台風災害を考える（八田英之）
○論文
・ドイツの介護保険改革（ ２ ）介護強化法の給付と鑑定（小磯明）
・総合診療の立場から見る社会医学系専門医制度（草場鉄周）
○継ぎ足し生涯学習のすすめー ２ 「高速世界史認識」と「健保百年」（野村拓）
○２０１６年度研究助成報告：医療生協職員意識調査の年代別集計にみる傾向と課題（川口啓子）
○書評：
・佐藤一子著『「学びの公共空間」としての公民館―九条俳句訴訟が問いかけるもの―』（梓澤和幸）
・西沢いづみ『住民とともに歩んだ医療　京都・堀川病院の実践から』（生活書院、２０１９年、３４９ページ）（松田亮三）

第６８号（２０１９年 ９ 月）――【特集】公害問題と自治体

○巻頭エッセイ：人生を彩る介護が花開く未来を（山本一視）
○【特集：公害問題と自治体】
・大気汚染被害者の医療費救済制度創設を求めて（西村隆雄）
・ノーモアミナマタ第 ２ 次訴訟の分析と対応（中山裕二）
・今、また「水俣病」が教える学術団体の影の側面（戸倉直実）
○論文
・ドイツの介護保険改革（ １ ）介護強化法制定の背景と保険料（小磯明）
・国際医療福祉協同組合２０１８年の動向―ICA 国際協同組合連盟委員会報告書―（石塚秀雄）
・「マーモット先生と語る会　格差という病に挑む」（２０１９年度定期総会協賛シンポジウム）参加報告（竹野ユキコ）
○（新連載）継ぎ足し生涯学習のすすめー １ 「国勢調査（１９２０）１００年、そして…」（野村拓）

『いのちとくらし研究所報』バックナンバー『いのちとくらし研究所報』バックナンバー
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○２０１５年度研究助成報告：東日本大震災および原発事故を契機に生まれた「共創」的実践活動の調査―震災・原発事故から
の社会の再建にむかうヘルスプロモーションの理論構築にむけて―（谷口起代）

第67号（2019年 7 月）――【特集】地方自治体と非営利・協同セクター

○巻頭エッセイ：だれもが主体者として創る楽しい共生社会（池上洋通）
○【特集：地方自治体と非営利・協同セクター】
・公共施設等の統廃合をめぐる動きと課題―千葉県習志野市を事例に（長澤成次）
・福祉先進都市・京都市の凋落―京都市 3 施設一体化問題の経緯と運動から（中村暁）
・公共サービスの民営化を考える　水道を中心に（尾林芳匡）
・種子法廃止による社会的影響（印鑰智哉）
○キューバ憲法改正と所有形態の追加について（石塚秀雄）
○座談会：（第 1 回）社会医学系専門医制度座談会（小泉昭夫、松田亮三、広瀬俊雄、（司会）吉中丈志）
○連載〈次世代へのメッセージ〉( 5 ) 完：「高速・世界史認識法」試論（野村拓）
○2016年度研究助成報告：漁村人口減少対策と非営利・協同組織の機能に関する研究（宮澤晴彦）

第６６号（２０１９年 ３ 月）――【特集】ヘルスリテラシーと非営利・協同セクター

○巻頭エッセイ：公営住宅の「訪問＆相談会」で見えたこと（牛渡君江）
○【特集：ヘルスリテラシーと非営利・協同セクター】
・HPH の取り組みと課題（舟越光彦）
・八王子・長房団地の友の会活動（竹野ユキコ）
・インタビュー：長房の活動とヘルスリテラシー（高柳新・相澤美里、インタビュアー：竹野ユキコ）
・診療所の師長として地域でみている人達の健康と私の思い（相澤美里）
・介護のヘルスリテラシー：我々は介護に対してどんな備えをしていくことが求められるのか（高橋幸裕）
・活動を見える化することでできること：近藤尚己先生の学習会まとめ（竹野ユキコ）
・イギリスの社会的処方方式と非営利・協同セクターの役割（石塚英雄）
○論文：社会医学系専門医・考（野村拓）
○２０１５研究助成報告概要：非営利・協同体における若手職員の育成および主体形成に関する研究―鹿児島・麦の芽福祉会に

注目して―（石倉康次、深谷弘和、申佳弥）
○連載〈次世代へのメッセージ〉（ ４ ）：もの書き能力の養成―「知的」老後戦略（野村拓）
○ BOOK：中川雄一郎『協同組合のコモン・センス―歴史と理念とアイデンティティ―』（日本経済評論社、２０１８年 ５ 月）

（野田浩夫）
○ BOOK：『〈食といのち〉をひらく女性たち』佐藤一子・千葉悦子宮城道子編著（農文協、２０１８年 ４ 月）（中川雄一郎）

第６５号（２０１８年１２月）――【特集】持続可能な開発目標SDGs と非営利・協同セクター

○巻頭エッセイ：競争と破壊（杉本貴志）
○【特集：持続可能な開発目標 SDGs と非営利・協同セクター】
・座談会：持続可能な開発目標（SDGs）をどうとらえるか（中川雄一郎：司会、野田浩夫、富沢賢治、岩本鉄矢）
・SDGs の担い手に関する考察（栁澤敏勝）
・２０１８GSEF ビルバオ大会参加報告（石澤香哉子）
・マドリッドの社会的市場と社会的貨幣（石塚秀雄）
○連載〈次世代へのメッセージ〉（ ３ ）：「平成医療史」を考える（野村拓）
○本の紹介：二木立『医療経済・政策学の探究』勁草書房、２０１８年（髙山一夫）
○２０１２年度研究助成：北海道の病院看護における労働編成と人材育成―道央の急性期病院：勤医協中央病院を事例に―（谷

川千佳子）

第６４号（２０１８年１０月）――【特集】いのちとくらしを守る

○巻頭エッセイ：軍事費を災害と温暖化対策に、の声を広げよう（斉藤和則）
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○【特集：いのちとくらしを守る】
・生活保護基準の引き下げと医療扶助の締め付けにどう対応するか（尾藤葊喜）
・介護保険優先原則問題の本質と課題～浅田訴訟と天海訴訟を踏まえて～（山﨑光弘）
○イタリアの家庭医と日本の開業医：１５周年記念シンポジウム概要報告（竹野ユキコ）
○連載〈次世代へのメッセージ〉（ ２ ）：雑誌と自分史―「雑」は多様性の演出（野村拓）
○論文：社会医学系専門医のすすめ（吉中丈志）
○２０１４年度研究助成報告：名古屋市の一地区における路上生活者１１４名を対象とした精神保健および身体調査の報告（渡邉

貴博）

第６３号（２０１８年 ７ 月）――【特集】住環境とセーフティネット

○巻頭エッセイ：多様な生き方を認め合う共生社会の実現に向けて、なにを取組むのか（金子努）
○【特集：住環境とセーフティネット】
・「新たな住宅セーフティネット法」は貧困居住を救えるだろうか？（中島明子）
・フランスの高齢者をめぐる住環境と高齢者住宅―Abbaye―Bords de Marne―Cité Verte Domicile & Services の

事例―（小磯明）
・非営利・協同の資金調達と草の根金融の展望（多賀俊二）
・座談会：２０１８年診療報酬・介護報酬改定による医療福祉への影響（根岸京田、林泰則、（司会）八田英之）
○２０１４年度研究助成概要報告：高齢化団地における住民の福祉ニーズに対する地域活動の成果と今後の課題（坂本毅啓・石

坂誠）
○新連載〈次世代へのメッセージ〉（ １ ）：「自分史座標」のつくり方（野村拓）
○書評：杉本貴志編、全労済協会監修『格差社会への対抗　新・協同組合論』（日本経済評論社、２０１７年１１月）（松本政裕）
○書評：『社会保障レボリューション―いのちの砦・社会保障裁判』編者　井上英夫・藤原精吾・鈴木勉・井上義治・井口

克郎、高菅出版、２０１７年 ９ 月（八田英之）

第６２号（２０１８年 ３ 月）――【特集】非営利・協同の実践と思想

〇巻頭エッセイ：「One for all. All for one.」と自己責任を考える（長瀬文雄）
○【特集：非営利・協同の実践と思想】
・イタリア連帯思想並びに社会的協同思想とその実践―資本主義を超える新たな経済体制論―（津田直則）
・（視察報告転載）イタリア医療機関と医療制度の変遷と非営利・協同セクター（石塚秀雄）
・（視察報告転載）ボローニャの医療機関と非営利・協同組織　（石塚秀雄）
・自立と包括的ケアのためのネットワーク（MAIA）―パリ西地区の MAIA, CLIC, Reseaux の活動―（小磯明）
・非営利・協同研究の轍（第 ３ 回）鼎立社会構想の基盤となる非営利・協同運動の連帯―富沢賢治氏へのインタビュー記録

―（久保ゆりえ、菰田レエ也）
○２０１４年度研究助成概要報告：若狭地域住民の原発関連事業所への就労実態と生活問題に関する調査研究―若狭地域の集落

別世帯別就業実態調査による、住民と原発の結びつきの把握―（高木和美）
○〈医療政策・研究史〉（２０・最終回）：第 ７ ステージ（９０歳―？）論（野村拓）
○投稿論文：NPO と労働者協同組合のクロスロードとしての社会的企業―生活困窮者とワーカーズ・コレクティブとの協

同（連帯）実践を事例に―（菰田レエ也）
○書評：『協同の再発見：「小さな協同」の発展と協同組合の未来』（田中秀樹編、家の光協会）「小さな協同」の視点から「協

同の実践」を捉える（中川雄一郎）
○書評：マイケル・マーモット、栗林寛幸監訳、野田浩夫訳者代表『健康格差―不平等な世界への挑戦』（日本評論社、２０１

７年 ８ 月）（高山一夫）
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機関誌およびニュースのバックナンバーは、当研究所ウェブサイトからも御覧になれます。

「研究所ニュース」バックナンバー

○No.７１（２０２０．８．３１発行）
理事長のページ：“本当に社会というようなものはあります”“There really is such a thing as 
society”（中川雄一郎）、副理事長のページ：コロナとコレラ―医師沼野玄昌の災難―（八田英之）、
役員エッセイ：ふるさとの町の捕虜殺害事件（今井晃）、医療事故と警察（石塚秀雄）

○No.７０（２０２０．５．３１発行）
理事長のページ：「検察庁法改正に反対する検察ＯＢ　有志の意見書」を読んで（中川雄一郎）、副理
事長のページ：自然と社会が交叉するとき（高柳新）、転載：慌てず、騒がず、油断なく（高柳新）、
役員エッセイ：外科医師冤罪事件で実感したこと（窪田光）、新型コロナ感染症と自然科学主義（吉
中丈志）

○No.６９（２０２０．２．２９発行）
理事長のページ：スポーツと民主主義―スポーツと「自立」の社会意識―（中川雄一郎）、副理事長
のページ：＜男性世帯主賃金＞の幻想化とリビング・ウェイジ（後藤道夫）、２０２０年 １ 月医療福祉政
策学校冬季合宿参加報告（竹野ユキコ）、韓国だより：被曝労働者に一筋の光を（朴賛浩）、映画「夜
明け前　呉秀三と無名の精神障害者の１００年」の紹介（竹野ユキコ）、特養あずみの里裁判とフランス
の事例（石塚秀雄）

○No.６８（２０１９．１１．３０発行）
理事長のページ：「イギリスの EU 離脱」再考（中川雄一郎）、副理事長のページ：台風私記（八田英
之）、短信（石塚秀雄）、外国語勉強法（ ５ ）北島健一氏の場合、役員エッセイ：フィンランド・リト
アニアの全世代型社会保障視察（小磯明）

○No.６７（２０１９．８．３１発行）
副理事長のページ：護憲派 ３ 分の １ の闘い（高柳新）、木下ちがや『「社会をかえよう」と言われたら』
大月書店、２０１９年（野田浩夫）、機関誌６７号「福祉先進都市・京都市の凋落」の周辺補足（中村暁）、
佐々木隆治「福祉国家論の意義と限界―７０年代西独「国家導出論争」を手がかりとして」感想（『闘
わなければ社会は壊れる』岩波書店、２０１９、第 ７ 章）（石塚秀雄）、『老いる前の整理はじめます！：
暮らしと「物」のリアルフォトブック』の感想（竹野ユキコ）

○No.６６（２０１９．５．３１発行）
理事長のページ：協同組合研究組織の連帯に寄せて（中川雄一郎）、役員エッセイ：移民と民医連（岸
本啓介）、EU 議会と社会的経済セクター（石塚秀雄）、日本協同組合学会第３８回春季研究大会の概要（竹
野ユキコ）

○No.６５（２０１９．２．２８発行）
副理事長のページ：＜夫婦で子育て＞の中間層化と低賃金（後藤道夫）、役員エッセイ：統計不正（田
中淑寛）、韓国だより：韓国の外国営利病院開設反対運動（朴賛浩）、外国語勉強法（ ５ ）田中夏子氏
の場合、シカゴの若者雇用創出のコミュニティ運動（石塚秀雄）
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【ＦＡＸ送付書】
切り取ってお使いください
研究所のＦＡＸ番号：
０３（５８４０）６５６８

□ 読者の声 機関誌や研究所に対するご感想・ご意見・取り上げて欲しいテーマなどを
お寄せください（機関誌等に掲載することもあります）。

お名前・ご所属等 年齢 才

ご連絡先住所 〒

電話番号・電子メールなど



【入会申込 FAX 送付書】
切り取ってお使いください
研究所のＦＡＸ番号：
０３（５８４０）６５６８

特定非営利活動法人 非営利・協同総合研究所いのちとくらし 入会申込書

・会員の別 正会員（ 個人 ・ 団体 ） 賛助会員（ 個人 ・ 団体 ）
・入会口数 （ ）口

ふりがな

団体名称または氏名

※団体正会員の場合は法人・団体を代表して入会する個人名を、個人正会員の場合は所属・勤務
先等を記入して下さい。（団体正会員は、入会時に登録された個人が定款上の社員となります。）

※団体会員で、登録する人物と実務担当が異なる場合は、担当者の氏名も記入して下さい。

（団体会員のみ）

ふりがな
代表して入会する個人名

ふりがな
実務担当者名

（個人会員のみ）
ふりがな

所属・勤務先等

※機関誌等の郵送先、連絡先を記入して下さい

〒番号 �

住所

電話番号 （ ） ＦＡＸ番号 （ ）

電子メール ＠

※専門・主たる研究テーマまたは研究して欲しいテーマ・要望等を記入して下さい

・入会金と会費（１）入会金 団体正会員…………………１０，０００円
個人正会員……………………１，０００円
賛助会員（個人・団体）…………０円

（２）年会費（１口） 団体正会員…………………１００，０００円（１口以上）
個人正会員……………………５，０００円（１口以上）
団体賛助会員………………５０，０００円（１口以上）
個人賛助会員…………………３，０００円（１口以上）


